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九
五
八
年

―

吉　

田　

真　

吾

は
じ
め
に

　

一
九
六
〇
年
一
月
、「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
安
全
保
障
条
約
」（
旧
条
約
）
が
改
定
さ
れ
、「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
」（
新
条
約
）
が
調
印
さ
れ
た
。
現
存
す
る
こ
の
条
約
を
根
幹
と
す
る
日
米
同
盟
は
、
ア

ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
米
国
の
二
国
間
同
盟
網
（
ハ
ブ
・
ア
ン
ド
・
ス
ポ
ー
ク
ス
）
の
中
核
に
位
置
し
、
同
地
域
全
体
の
安
全
保
障

秩
序
の
要
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
）
1
（

。
五
二
年
か
ら
五
七
年
ま
で
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
初
代
事
務
総
長
を
務
め
た
イ
ス
メ
イ
卿

（H
astings Ism

ay

）
は
、
当
時
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
機
能
を
「
米
国
を
引
き
入
れ
、
ロ
シ
ア
を
追
い
出
し
、
ド
イ
ツ
を
抑
え
込
む
」
と
表
現

し
た
。
こ
れ
に
な
ぞ
ら
え
れ
ば
、
日
米
同
盟
は
、
米
国
の
行
動
の
予
測
可
能
性
を
高
め
る
と
と
も
に
そ
の
兵
力
の
前
方
展
開
を
支
え
、
地

域
諸
国
（
冷
戦
期
に
は
特
に
ソ
連
と
中
国
）
の
冒
険
主
義
的
行
動
を
抑
制
し
、
そ
し
て
日
本
の
大
規
模
な
軍
備
増
強
を
抑
え
て
き
た
。
こ

れ
ら
が
一
因
と
な
り
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
安
全
保
障
秩
序
は
戦
前
と
比
べ
飛
躍
的
に
安
定
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
）
2
（

。
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本
稿
の
目
的
は
、
現
在
の
日
米
同
盟
の
起
点
と
も
言
え
る
安
保
改
定
が
決
定
さ
れ
た
過
程
と
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
五

八
年
一
〇
月
に
始
ま
っ
て
六
〇
年
一
月
の
調
印
ま
で
続
く
日
米
間
の
条
約
交
渉
や
、
そ
の
調
印
か
ら
六
月
の
批
准
の
期
間
に
か
け
て
起

こ
っ
た
安
保
騒
動
な
ど
、
安
保
改
定
に
ま
つ
わ
る
重
要
な
政
治
的
出
来
事
は
多
い
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
安
保
改
定
を
行
う
こ
と
が
日
米
両

国
で
合
意
さ
れ
る
ま
で
の
道
の
り
は
平
た
ん
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
安
保
改
定
が
初
め
て
日
米
間
の
公
式
議
題
と
な
っ
た
の
は
、
五
五

年
八
月
の
重
光
葵
外
相
の
訪
米
時
で
あ
る
。
こ
の
訪
米
で
は
、
日
本
が
「
西
太
平
洋
に
お
け
る
国
際
の
平
和
と
安
全
」
に
寄
与
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
あ
か
つ
き
に
は
旧
条
約
を
よ
り
相
互
的
な
も
の
に
置
き
換
え
る
こ
と
を
謳
っ
た
共
同
声
明
が
発
表
さ
れ
た
が
）
3
（

、
重
光
に
よ
る

安
保
改
定
の
草
案
（
重
光
草
案
）
自
体
は
ダ
レ
ス
（John F. D

ulles

）
国
務
長
官
に
よ
っ
て
却
下
さ
れ
て
い
た
。
次
に
安
保
改
定
が
話

し
合
わ
れ
た
の
は
、
五
七
年
六
月
の
岸
信
介
首
相
の
訪
米
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
、
旧
条
約
は
暫
定
的
な
も
の
で
将
来
的
に
は
改

定
さ
れ
る
こ
と
が
共
同
声
明
で
確
認
さ
れ
た
が
、
安
保
改
定
に
関
す
る
日
米
交
渉
が
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
改
定
交
渉
の
開
始

が
合
意
さ
れ
る
の
は
、
五
八
年
九
月
の
藤
山
愛
一
郎
外
相
の
訪
米
時
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
、
安
保
改
定
に
関
す
る
優
れ
た
実
証
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
）
4
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
先
行
研
究
で
は
、
改
定
決
定
の
過
程
と

原
因
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
部
分
が
存
在
す
る
。
ま
ず
、
米
国
側
に
つ
い
て
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
（D

ouglas 

M
acA

rthur, II

）
大
使
率
い
る
駐
日
大
使
館
の
「
日
本
中
立
化
」
に
対
す
る
不
安
が
重
視
さ
れ
る
一
方
で
、
国
務
省
を
は
じ
め
と
す
る
ワ

シ
ン
ト
ン
の
動
向
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
一
般
的
に
、
対
外
政
策
を
最
終
的
に
決
定
す
る
の
が
ワ
シ
ン
ト
ン
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み

れ
ば
、
米
国
政
府
内
に
お
け
る
安
保
改
定
の
決
定
過
程
を
再
検
討
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
よ
う
。
他
方
、
日
本
側
に
つ
い
て
は
、
安
保

改
定
に
よ
っ
て
国
内
か
ら
の
支
持
を
得
て
憲
法
改
正
を
行
い
、
そ
の
後
安
保
条
約
を
相
互
防
衛
条
約
へ
と
再
改
定
す
る
と
い
う
岸
の
構
想

が
明
ら
か
に
さ
れ
る
一
方
、
そ
れ
以
外
の
政
府
組
織
の
動
機
は
必
ず
し
も
十
分
に
は
検
証
さ
れ
て
い
な
い
。
本
論
で
明
ら
か
に
な
る
よ
う
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に
、
五
八
年
に
改
定
が
決
定
す
る
過
程
で
外
務
省
お
よ
び
防
衛
庁
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
岸
の
思
惑
だ
け

で
は
、
そ
の
決
定
を
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
以
上
の
問
題
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
稿
で
は
、
日
本
の
官
僚
組
織
と
ワ
シ
ン

ト
ン
の
動
向
に
も
注
目
し
な
が
ら
、
安
保
改
定
の
決
定
過
程
を
解
明
す
る
。

　

な
ぜ
、
安
保
改
定
が
決
定
さ
れ
た
の
か
。
本
稿
は
こ
の
問
題
に
対
し
、
冷
戦
の
「
政
治
経
済
戦
争
」
化
と
い
う
国
際
環
境
の
変
化
が
、

直
接
的
、
間
接
的
に
日
米
間
の
相
互
不
安
を
生
み
、
そ
の
影
響
で
安
保
改
定
の
決
定
を
促
し
た
と
い
う
議
論
を
展
開
す
る
。
五
〇
年
代
半

ば
ま
で
に
、
ソ
連
の
水
爆
開
発
に
よ
っ
て
米
ソ
間
で
核
の
均
衡
と
相
互
抑
止
が
成
立
す
る
と
と
も
に
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
や
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
機

構
を
基
軸
と
し
た
同
盟
網
で
あ
る
「
安
全
保
障
圏
」
が
確
定
し
て
両
陣
営
間
の
軍
事
面
で
の
関
係
が
安
定
化
し
た
。
加
え
て
、
五
三
年
七

月
に
は
朝
鮮
戦
争
が
、
五
四
年
七
月
に
は
イ
ン
ド
シ
ナ
紛
争
が
休
戦
し
た
こ
と
で
「
熱
戦
」
が
終
結
し
、
五
五
年
七
月
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
四

巨
頭
会
談
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
東
西
間
の
緊
張
緩
和
が
進
行
し
た
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
両
陣
営
が
軍
事
的
手
段
に
よ
る
相
互
の
勢
力
圏

へ
の
直
接
的
干
渉
を
回
避
す
る
状
況
が
生
ま
れ
、
冷
戦
の
軍
事
的
側
面
が
後
景
に
退
い
た
。
そ
の
代
わ
り
に
、
冷
戦
の
非
軍
事
的
な
領
域
、

と
り
わ
け
両
陣
営
間
の
経
済
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
文
化
の
面
で
の
競
争
が
前
面
に
出
て
く
る
こ
と
と
な
り
、
経
済
援
助
や
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ

を
用
い
た
米
ソ
間
の
政
治
的
影
響
力
の
拡
大
の
競
争
―
―
「
人
気
取
り
競
争
」
―
―
が
本
格
化
し
た
。
こ
れ
が
冷
戦
の
「
政
治
経
済
戦
争
」

へ
の
変
容
で
あ
る
）
5
（

。

　

以
下
で
は
、
冷
戦
の
「
政
治
経
済
戦
争
」
化
が
安
保
改
定
の
決
定
を
促
す
因
果
プ
ロ
セ
ス
を
追
跡
し
て
い
く
。
第
一
節
で
は
、
冷
戦
の

軍
事
的
要
素
の
後
退
に
伴
っ
て
日
本
の
国
内
社
会
で
反
安
保
感
情
が
高
ま
り
、
こ
れ
を
和
ら
げ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
重
光
草
案
が
提
示

さ
れ
た
こ
と
を
示
す
。
そ
の
上
で
、
在
日
米
軍
基
地
の
自
由
使
用
と
日
本
の
防
衛
負
担
分
担
の
不
十
分
さ
と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら
、
米

国
政
府
が
重
光
草
案
を
拒
否
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、
重
光
構
想
の
挫
折
の
後
、
冷
戦
の
「
政
治
経
済
戦
争
化
」
の
影
響
が
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強
ま
る
に
つ
れ
、
日
本
政
府
が
国
内
社
会
の
反
安
保
感
情
へ
の
配
慮
を
徹
底
し
始
め
る
一
方
、
米
国
政
府
内
で
日
本
が
自
由
陣
営
を
離
反

し
て
中
立
化
す
る
こ
と
へ
の
懸
念
が
深
ま
る
こ
と
を
記
述
す
る
。
第
二
節
で
は
、
五
七
年
に
提
示
さ
れ
た
岸
の
安
保
改
定
構
想
が
基
本
的

に
は
重
光
草
案
と
同
様
の
考
慮
に
基
づ
い
て
い
た
こ
と
、
米
国
側
は
「
日
本
中
立
化
」
の
懸
念
を
覚
え
つ
つ
も
、
重
光
構
想
と
同
様
の
理

由
で
こ
れ
を
棄
却
す
る
こ
と
、
お
よ
び
安
保
改
定
の
代
わ
り
に
日
本
国
内
の
反
米
・
反
基
地
感
情
を
和
ら
げ
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
日
米

両
国
政
府
が
在
日
米
軍
の
大
幅
削
減
と
「
安
保
委
員
会
」
の
設
置
に
合
意
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
三
節
で
は
、
五
八
年
に
入
り
、

ソ
連
の
Ｉ
Ｃ
Ｂ
Ｍ
と
人
工
衛
星
の
打
ち
上
げ
成
功
と
相
ま
っ
て
在
日
米
軍
の
大
幅
削
減
が
外
務
省
と
防
衛
庁
に
米
国
の
防
衛
公
約
を
公
式

化
す
る
必
要
性
を
強
く
認
識
さ
せ
る
様
子
と
、
ソ
連
の
打
ち
上
げ
成
功
や
第
二
次
台
湾
海
峡
危
機
に
よ
っ
て
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
「
日
本
中

立
化
」
へ
の
懸
念
が
急
激
に
高
ま
る
様
子
を
叙
述
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
影
響
で
安
保
改
定
が
合
意
さ
れ
た
こ
と
を
立
証
す
る
。

第
一
節　

改
定
構
想
の
挫
折
―
―
一
九
五
五
―
一
九
五
六
年

（
一
）
重
光
草
案
の
挫
折

　

五
〇
年
代
中
盤
の
日
本
の
国
内
社
会
で
は
、
旧
条
約
に
対
す
る
反
感
が
高
ぶ
っ
て
い
た
。
五
二
年
の
講
和
独
立
か
ら
数
年
が
経
ち
、
国

民
の
間
で
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
再
興
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
中
で
内
灘
闘
争
や
砂
川
事
件
な
ど
の
基
地
問
題
が
頻
発
し
た
こ
と
は
、
国

内
社
会
に
お
け
る
反
米
・
反
基
地
感
情
を
強
め
た
。
加
え
て
、
五
四
年
の
第
五
福
竜
丸
事
件
を
き
っ
か
け
に
原
水
禁
運
動
も
盛
ん
に
な
っ

て
お
り
、
反
米
・
反
核
感
情
も
渦
巻
い
て
い
た
。
国
内
社
会
で
は
こ
れ
ら
の
感
情
が
合
流
し
、
占
領
期
か
ら
継
続
す
る
在
日
米
軍
の
存
在

や
そ
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
旧
条
約
に
反
発
す
る
機
運
が
醸
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
冷
戦
の
「
政
治
経
済
戦
争
」
化
は
こ
の
反
安
保
感
情
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を
表
面
化
さ
せ
る
効
果
を
持
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
厳
し
い
軍
事
対
立
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
東
西
関
係
が
表
面
的
に
は
緊
張
緩
和
の
方

向
を
向
い
た
こ
と
に
よ
り
、
日
本
の
国
家
安
全
保
障
を
担
保
し
て
い
た
旧
条
約
に
反
対
す
る
こ
と
へ
の
正
当
性
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ

る
）
6
（

。
さ
ら
に
、
朝
鮮
と
イ
ン
ド
シ
ナ
で
の
休
戦
後
に
中
ソ
が
日
本
に
対
す
る
平
和
攻
勢
を
強
め
て
お
り
、
こ
れ
を
反
映
し
て
、
国
内
世
論

は
中
立
志
向
を
急
速
に
高
め
て
自
由
陣
営
か
ら
距
離
を
お
く
こ
と
を
受
容
し
て
い
た
）
7
（

。革
新
勢
力
は
、こ
う
し
た
社
会
情
勢
に
乗
じ
て「
自

主
独
立
」
や
中
立
を
掲
げ
て
攻
勢
を
か
け
、
五
五
年
一
〇
月
に
は
社
会
党
の
再
統
一
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
）
8
（

。

　

以
上
の
国
内
情
勢
の
中
で
、
五
五
年
七
月
、
訪
米
を
翌
月
に
控
え
た
重
光
外
相
は
、
相
互
防
衛
の
条
項
と
在
日
米
軍
全
面
撤
退
の
条
項

を
二
本
柱
と
す
る
新
た
な
安
保
条
約
の
草
案
を
ア
リ
ソ
ン
（John M

. A
llison

）
駐
日
大
使
に
提
出
し
た
。
重
光
の
指
示
を
受
け
、
最
初

に
安
保
改
定
の
検
討
を
行
っ
た
の
は
、六
月
に「
日
米
安
全
保
障
条
約
並
に
行
政
協
定
改
訂
要
綱
試
案
」を
作
成
し
た
外
務
省
欧
米
局
だ
っ

た
よ
う
で
あ
る
）
9
（

。
こ
の
試
案
が
作
成
さ
れ
た
翌
日
、
欧
米
局
と
条
約
局
の
間
で
こ
の
件
に
関
す
る
協
議
が
行
わ
れ
、
条
約
局
が
改
め
て
要

綱
を
作
成
す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
）
10
（

。
こ
の
後
、
重
光
外
相
時
代
、
下
田
武
三
局
長
率
い
る
条
約
局
が
安
保
改
定
を
検
討
す
る
主
体
と
な

り
、
条
約
局
が
作
成
し
た
「
日
米
間
の
相
互
防
衛
問
題
」
と
題
す
る
文
書
と
新
条
約
草
案
が
、
重
光
か
ら
ア
リ
ソ
ン
へ
と
手
交
さ
れ
る
）
11
（

。

　

重
光
を
長
と
す
る
外
務
省
を
動
か
し
て
い
た
の
は
、
社
会
に
お
け
る
反
安
保
感
情
を
和
ら
げ
て
革
新
勢
力
に
よ
る
批
判
を
弱
め
る
と
い

う
国
内
政
治
の
論
理
と
、
自
ら
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
感
情
の
論
理
で
あ
っ
た
）
12
（

。
国
内
政
治
の
論
理
は
以
下
の
点
か
ら
構
成
さ
れ

て
い
た
。
第
一
に
、
在
日
米
軍
の
存
在
が
「
実
態
的
に
は
大
規
模
な
占
領
軍
の
継
続
的
駐
留
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
日
本
国
民
一

般
は
依
然
と
し
て
占
領
の
継
続
と
い
う
潜
在
意
識
を
払
拭
し
得
な
い
状
態
」
に
あ
る
。
第
二
に
、
そ
の
た
め
在
日
米
軍
の
存
在
は
、「
左

翼
勢
力
の
扇
動
に
乗
ぜ
ら
れ
、
一
般
国
民
の
間
に
反
米
感
情
を
助
長
し
つ
つ
あ
る
」。
第
三
に
、「
出
来
る
限
り
米
軍
が
日
本
よ
り
撤
退
す

る
」
こ
と
で
、「
少
な
く
と
も
自
国
民
の
目
か
ら
見
て
、
よ
り
独
立
的
な
地
位
」
を
取
り
戻
し
、「
左
翼
の
反
米
宣
伝
の
材
料
を
な
く
す
」
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必
要
が
あ
る
。
他
方
、
国
内
社
会
に
お
け
る
反
安
保
感
情
と
は
異
な
る
が
、
外
務
省
で
も
独
立
国
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な

感
情
が
高
ぶ
っ
て
お
り
、
重
光
草
案
に
は
、「
自
国
軍
を
増
強
し
て
、
外
国
軍
に
帰
っ
て
も
ら
う
と
と
も
に
、
外
国
と
イ
ク
ォ
ー
ル
・
フ
ッ

テ
ィ
ン
グ
の
相
互
防
衛
関
係
に
は
い
」
る
こ
と
で
「
日
本
が
真
に
独
立
国
家
た
る
の
実
を
挙
げ
る
」
と
い
う
問
題
意
識
が
内
在
し
て
い
た
。

重
光
草
案
は
国
家
安
全
保
障
上
の
必
要
性
か
ら
作
成
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
対
外
認
識
と
の
関
連
で
は
、
当
時

の
日
本
政
府
に
は
、
緊
張
緩
和
だ
か
ら
こ
そ
在
日
米
軍
を
撤
退
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
）
13
（

。

　

後
述
す
る
よ
う
に
重
光
草
案
は
米
国
政
府
の
容
れ
る
と
こ
ろ
と
な
ら
な
い
が
、
草
案
に
は
、
米
国
政
府
に
と
っ
て
歓
迎
す
べ
き
要
素
も

内
包
さ
れ
て
い
た
。
草
案
は
、
米
国
が
日
本
防
衛
の
義
務
を
負
う
だ
け
で
な
く
、
日
本
も
米
国
防
衛
の
義
務
を
負
う
「
相
互
防
衛
の
発
動

条
項
」
を
含
ん
で
お
り
、
そ
の
条
約
区
域
を
「
西
太
平
洋
」
と
し
て
い
た
）
14
（

。
こ
れ
を
見
た
米
国
政
府
は
、
重
光
草
案
は
西
太
平
洋
に
お
け

る
集
団
安
全
保
障
シ
ス
テ
ム
構
築
へ
の
第
一
歩
に
な
り
う
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
駐
日
大
使
館
は
、
重
光
の
提
案
を
「
集
団
安
全
保
障

の
道
に
沿
っ
て
、
さ
ら
な
る
一
歩
を
日
本
人
に
踏
み
出
さ
せ
る
手
段
」
と
し
て
利
用
す
べ
き
だ
と
勧
告
し
た
）
15
（

。「
反
共
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
」

と
称
さ
れ
る
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
（W

alter S. R
obertson

）
国
務
次
官
補
（
極
東
担
当
）
16
（

）
率
い
る
極
東
局
も
こ
の
考
え
を
共
有
し
た
。
そ
の

上
で
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
、
日
本
が
相
互
防
衛
条
約
を
締
結
で
き
れ
ば
「
極
東
に
お
け
る
ロ
シ
ア
の
目
標
に
対
す
る
深
刻
な
打
撃
」
に
も

な
り
、
米
国
に
と
っ
て
「
非
常
に
有
益
」
だ
と
、
ダ
レ
ス
国
務
長
官
に
報
告
し
て
い
る
）
17
（

。

　

こ
の
報
告
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
米
国
政
府
が
重
光
草
案
を
一
面
で
歓
迎
し
た
背
景
に
は
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
米
国
の
冷
戦
戦

略
が
あ
っ
た
。
五
三
年
一
月
に
誕
生
し
た
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
（D

w
ight D

. E
isenhow

er

）
政
権
は
、
ソ
連
に
加
え
て
中
国
を
重
大
な
脅

威
と
し
て
認
識
し
、「
ア
ジ
ア
に
お
け
る
主
導
権
を
取
り
戻
す
た
め
の
攻
撃
的
か
つ
挑
発
的
な
軍
事
政
策
」
を
標
榜
し
た
）
18
（

。
五
五
年
時
点

で
の
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
政
権
の
ア
ジ
ア
政
策
に
は
、
軍
事
対
立
と
し
て
の
冷
戦
の
影
響
が
色
濃
く
残
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
ア
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イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
政
権
最
大
の
課
題
は
、
膨
れ
上
が
っ
た
国
防
費
を
削
減
し
、
財
政
赤
字
を
是
正
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
考
案
さ
れ

た
の
が
「
ニ
ュ
ー
ル
ッ
ク
」
政
策
で
あ
り
、
こ
れ
は
核
に
よ
る
「
大
量
報
復
」
へ
の
依
存
と
と
も
に
、
同
盟
国
と
の
分
業
体
制
の
重
視
を

特
徴
と
し
た
）
19
（

。
か
く
し
て
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
政
権
は
共
産
陣
営
の
軍
事
的
「
封
じ
込
め
」
の
た
め
の
負
担
分
担
の
観
点
か
ら
、
日
本
、

韓
国
、
台
湾
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
か
ら
な
り
、
将
来
的
に
は
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｏ
や
Ａ
Ｎ
Ｚ
Ｕ
Ｓ
と
い
っ
た
ア
ジ
ア
太
平
洋
の
多
国
間
同
盟
と
結
合
す

る
、「
西
太
平
洋
集
団
防
衛
協
定
」
の
締
結
を
模
索
す
る
）
20
（

。

　

対
日
政
策
に
も
こ
の
要
素
が
浸
透
し
て
い
た
。
周
知
の
と
お
り
、
五
五
年
四
月
に
策
定
さ
れ
た
対
日
政
策
の
基
本
文
書
（
Ｎ
Ｓ
Ｃ 

五

五
一
六
／
一
）
は
、
中
立
主
義
や
反
米
感
情
が
日
本
国
内
で
高
ま
っ
て
い
る
状
況
で
米
国
が
防
衛
力
増
強
を
行
う
よ
う
公
然
と
圧
力
を
か

け
れ
ば
日
本
は
中
立
化
し
か
ね
な
い
と
い
う
懸
念
か
ら
、
国
内
社
会
の
政
治
経
済
面
で
の
安
定
を
優
先
し
て
対
日
圧
力
を
棚
上
げ
す
る
と

い
う
方
針
を
決
定
し
た
。
先
に
五
五
年
時
点
の
米
国
の
ア
ジ
ア
政
策
に
は
軍
事
対
立
と
し
て
の
冷
戦
の
影
響
が
色
濃
い
と
述
べ
た
が
、
中

立
化
防
止
の
た
め
に
日
本
の
政
治
経
済
面
で
の
安
定
を
優
先
す
る
と
い
う
方
針
に
は
、
冷
戦
の
「
政
治
経
済
戦
争
」
化
の
影
響
も
見
て
取

れ
る
）
21
（

。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
Ｎ
Ｓ
Ｃ 

五
五
一
六
／
一
は
、
米
国
の
利
益
に
最
も
資
す
る
の
は
「
米
国
と
強
固
に
提
携
し
、
共
産
中
国

へ
の
カ
ウ
ン
タ
ー
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
の
役
目
を
よ
り
よ
く
果
た
す
と
と
も
に
、
極
東
に
お
け
る
自
由
世
界
の
強
靭
さ
に
貢
献
で
き
る
強
国

日
本
」
だ
と
い
う
、
軍
事
対
立
と
し
て
の
冷
戦
を
基
調
と
し
た
方
針
も
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
長
期
的
に
は
日
本
が
軍
事
力
を
再
興
し
、

「
西
太
平
洋
集
団
防
衛
協
定
」
に
参
加
す
る
の
を
期
待
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
）
22
（

。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
重
光
草
案
に
対
す
る
歓
迎
は
、
共

産
圏
を
軍
事
的
に
「
封
じ
込
め
」
る
た
め
の
同
盟
国
に
よ
る
負
担
分
担
と
い
う
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
政
権
初
期
の
ア
ジ
ア
戦
略
を
反
映
し

た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
重
光
草
案
は
米
国
に
と
っ
て
「
不
満
足
で
危
険
で
さ
え
あ
る
側
面
」
も
有
し
て
い
た
）
23
（

。「
不
満
足
」
な
側
面
と
は
、
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日
本
政
府
が
国
内
事
情
を
理
由
に
、
少
な
く
と
も
短
期
的
に
は
、
集
団
安
全
保
障
シ
ス
テ
ム
へ
の
関
与
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ

る
）
24
（

。
そ
も
そ
も
、
外
務
省
の
検
討
で
は
、
憲
法
改
正
を
行
わ
な
い
と
い
う
前
提
か
ら
、
新
た
な
条
約
で
「
日
本
の
負
う
べ
き
義
務
に
は
海

外
出
兵
を
含
ま
な
い
」
と
い
う
想
定
が
示
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
）
25
（

。
確
か
に
、「
グ
ア
ム
が
攻
撃
さ
れ
た
場
合
に
、
日
本
は
米
国
の
防
衛

に
駆
け
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
と
い
う
ダ
レ
ス
の
質
問
に
対
し
、
重
光
が
現
行
憲
法
下
で
も
海
外
派
兵
は
可
能
だ
と
語
っ
た
節
も
あ

る
。
だ
が
、
重
光
が
繰
り
返
し
述
べ
て
い
た
の
は
、
米
国
が
攻
撃
さ
れ
た
場
合
、
日
本
は
「
兵
力
の
使
用
」
に
つ
い
て
米
国
と
「
協
議
出

来
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
重
光
は
そ
の
協
議
の
後
に
日
本
が
海
外
派
兵
を
「
承
認
す
る
か
否
か
は
別
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
た
）
26
（

。
こ

の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
重
光
を
は
じ
め
と
す
る
外
務
省
の
安
保
改
定
構
想
の
主
眼
は
在
日
米
軍
の
撤
退
に
あ
り
、
相
互
防
衛
の
条
項
は

そ
れ
と
の
整
合
性
を
確
保
す
る
た
め
の
手
段
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
解
釈
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
米
国
政
府
は
、
重
光
草
案
は
決
意
の
面
で

「
相
互
防
衛
」
の
名
に
値
す
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
上
、
日
本
の
防
衛
力
が
そ
れ
を
行
え
る
よ
う
に
増
強
さ
れ
る
か
ど
う
か
も
不
透
明
だ

と
考
え
た
の
だ
っ
た
）
27
（

。

　

重
光
草
案
の
「
危
険
で
さ
え
あ
る
」
側
面
は
、
陸
軍
だ
け
で
な
く
海
・
空
軍
を
含
め
た
在
日
米
軍
の
一
二
年
以
内
の
全
面
撤
退
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
米
国
の
ア
ジ
ア
戦
略
の
根
幹
に
変
更
を
迫
る
提
案
で
あ
り
、
米
国
政
府
に
と
っ
て
は
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
だ
っ
た
）
28
（

。
結
局
、

極
東
局
は
ダ
レ
ス
宛
の
文
書
に
お
い
て
、
西
太
平
洋
に
お
け
る
日
本
と
の
相
互
防
衛
体
制
の
構
築
は
「
我
々
が
欲
す
る
集
団
安
全
保
障
協

定
の
方
向
へ
の
第
一
歩
」
で
は
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
「
日
本
と
そ
の
周
辺
に
無
制
限
に
米
軍
を
配
置
す
る
権
利
」
よ
り
も
価
値
が
低
い

た
め
、
現
在
の
協
定
の
ほ
う
が
よ
い
と
結
論
づ
け
た
）
29
（

。
そ
し
て
八
月
の
重
光
訪
米
時
、
ダ
レ
ス
は
、
草
案
を
基
に
改
定
交
渉
を
開
始
し
よ

う
と
い
う
重
光
の
申
し
入
れ
を
拒
否
す
る
。
要
す
る
に
、
米
国
政
府
は
、
集
団
安
全
保
障
シ
ス
テ
ム
の
構
築
と
い
う
将
来
的
な
メ
リ
ッ
ト

の
実
現
可
能
性
は
低
い
と
考
え
、
基
地
の
自
由
使
用
と
い
う
現
在
の
権
利
の
維
持
を
優
先
し
、
重
光
の
提
案
を
却
下
し
た
の
で
あ
る
。
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（
二
）
日
米
関
係
に
お
け
る
冷
戦
の
「
政
治
経
済
戦
争
」
化
の
本
格
的
波
及

　

五
六
年
に
な
る
と
、
米
国
政
府
内
で
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
プ
ラ
イ
ド
や
「
完
全
な
る
自
立
」
へ
の
欲
求
を
高
め
る
日
本
は
徐
々
に
米
国

と
の
提
携
か
ら
離
れ
て
お
り
、
最
終
的
に
は
中
立
化
や
米
国
か
ら
の
「
離
反
」
に
向
か
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
が
深
ま
り
始
め
た
。

こ
う
し
た
懸
念
を
明
ら
か
に
し
始
め
た
の
は
駐
日
大
使
館
で
あ
っ
た
が
）
30
（

、
五
七
年
一
月
に
は
国
務
省
極
東
局
で
も
同
様
の
考
え
方
が
示
さ

れ
る
）
31
（

。
Ｎ
Ｓ
Ｃ
の
下
部
機
構
で
あ
る
Ｏ
Ｃ
Ｂ
（O

peration C
oordinating B

oard

）
が
二
月
に
作
成
し
た
レ
ポ
ー
ト
も
、「
日
本
は
も
は

や
Ｎ
Ｓ
Ｃ 

五
五
一
六
／
一
が
承
認
さ
れ
た
と
き
ほ
ど
に
は
、米
国
と
緊
密
に
提
携
し
て
い
な
い
」と
し
、「
太
平
洋
に
お
け
る
強
固
な
同
盟
」

と
い
う
米
国
の
主
要
目
標
は
達
成
さ
れ
て
い
な
い
と
記
し
て
い
た
）
32
（

。

　

五
〇
年
代
後
半
に
入
っ
て
日
本
の
中
立
化
に
対
す
る
米
国
政
府
の
懸
念
が
強
ま
っ
た
こ
と
は
、
冷
戦
の
「
政
治
経
済
戦
争
」
へ
の
変
容

と
連
動
し
て
い
た
。
冒
頭
で
述
べ
た
通
り
、
東
西
両
陣
営
は
五
〇
年
代
半
ば
、
経
済
や
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
な
ど
の
手
段
に
よ
る
政
治
的
影
響

力
の
拡
大
を
目
指
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
政
権
は
、
中
ソ
陣
営
に
よ
る
脅
威
は
軍
事
的
な
直
接
侵
略
か

ら
、「
平
和
攻
勢
」
や
「
経
済
攻
勢
」
に
基
づ
く
間
接
侵
略
に
シ
フ
ト
し
た
と
判
断
し
た
。
事
実
、
日
本
と
の
関
係
に
お
い
て
、
ソ
連
は
「
平

和
攻
勢
」
の
一
環
と
し
て
五
六
年
一
〇
月
に
日
ソ
国
交
正
常
化
を
達
成
し
、
中
国
も
冷
戦
外
交
の
一
環
と
し
て
「
日
本
中
立
化
」
政
策
を

試
み
て
い
た
）
33
（

。
こ
う
し
た
中
で
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
唯
一
の
巨
大
な
工
業
地
帯
で
あ
り
、
そ
の
外
交
の
方
向
性
が
他
国
の
行
動
に
も
影
響

を
与
え
る
日
本
が
中
立
化
す
れ
ば
、
も
し
く
は
共
産
勢
力
の
手
に
落
ち
れ
ば
、
冷
戦
戦
略
上
、
米
国
に
と
っ
て
の
大
損
害
と
な
る
と
い
う

懸
念
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
）
34
（

。
た
だ
し
、
直
接
侵
略
の
脅
威
が
低
下
し
た
こ
と
で
「
西
太
平
洋
集
団
防
衛
協
定
」
の
構
想
が
消
え
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て
い
く
一
方
、
究
極
的
に
は
日
本
が
「
極
東
に
お
け
る
自
由
世
界
の
利
益
の
防
衛
」
に
積
極
的
に
参
加
す
る
こ
と
や
地
域
諸
国
と
協
力
し

て
共
産
陣
営
へ
の
「
カ
ウ
ン
タ
ー
ウ
ェ
イ
ト
」
と
な
る
こ
と
へ
の
期
待
は
継
続
し
て
い
く
）
35
（

。

　

他
方
、
五
六
年
以
降
の
日
本
で
は
、
冷
戦
の
「
政
治
経
済
戦
争
」
化
に
よ
っ
て
既
に
顕
在
化
し
て
い
た
反
安
保
感
情
が
さ
ら
に
高
ま
り
、

保
守
勢
力
も
そ
れ
に
対
応
し
た
行
動
を
再
度
と
り
始
め
た
。
国
内
社
会
の
反
安
保
感
情
を
増
大
さ
せ
た
直
接
的
な
契
機
は
、
五
七
年
に
、

ジ
ラ
ー
ド
と
い
う
兵
士
が
米
軍
演
習
場
で
空
薬
き
ょ
う
を
拾
っ
て
い
た
農
婦
を
射
殺
す
る
と
い
う
「
ジ
ラ
ー
ド
事
件
」
が
発
生
し
た
こ
と

だ
っ
た
。
ま
た
、
反
安
保
感
情
の
背
景
に
は
、
五
〇
年
代
後
半
に
お
け
る
急
速
な
経
済
成
長
、
日
ソ
国
交
正
常
化
、
そ
の
直
後
の
国
連
加

盟
な
ど
を
受
け
て
、
国
民
の
間
で
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
プ
ラ
イ
ド
が
さ
ら
に
高
ま
っ
た
こ
と
も
存
在
し
た
。
そ
し
て
、
以
上
の
国
内
社
会
の
変

化
を
受
け
て
、
五
六
年
秋
に
な
る
と
、
後
に
首
相
と
な
る
岸
な
ど
の
保
守
勢
力
が
占
領
期
の
残
滓
を
残
す
日
米
関
係
の
「
調
整
」
を
声
高

に
唱
え
始
め
る
。
こ
こ
に
は
、
保
守
勢
力
が
自
ら
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
基
づ
き
、
旧
条
約
は
従
属
的
関
係
を
生
み
出
し
て
い
る
と
い
う

感
覚
を
国
内
社
会
と
共
有
し
て
い
た
こ
と
も
作
用
し
て
い
よ
う
が
、「
政
治
的
機
会
主
義
」
の
影
響
も
大
き
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
総
選

挙
が
五
七
年
春
に
行
わ
れ
る
見
通
し
が
あ
っ
た
中
で
、
保
守
勢
力
は
、
米
国
か
ら
の
「
自
主
独
立
」
を
唱
え
る
こ
と
で
世
論
の
支
持
を
得

る
こ
と
が
で
き
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
反
安
保
感
情
に
訴
え
る
社
会
党
な
ど
の
革
新
勢
力
に
流
れ
つ
つ
あ
っ
た
票
を
取
り
戻
せ
る
と
考
え

た
の
で
あ
る
）
36
（

。
保
守
政
治
家
に
と
っ
て
、
安
保
改
定
は
、
国
内
政
治
上
の
利
益
を
得
る
た
め
の
手
段
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
日
本
の
国
内
情
勢
を
目
の
当
た
り
に
し
、
日
本
の
中
立
化
を
懸
念
す
る
米
国
政
府
は
、
反
米
・
中
立
志
向
の
革
新
勢
力
に
有

利
な
流
れ
を
逆
転
さ
せ
、
親
米
の
保
守
政
権
の
威
信
を
高
め
る
た
め
に
、「
不
平
等
」
な
日
米
関
係
の
象
徴
と
考
え
ら
れ
て
い
る
安
保
条

約
の
再
検
討
を
思
案
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
）
37
（

。
例
え
ば
、
極
東
局
は
、
米
国
が
何
も
せ
ず
現
状
に
し
が
み
つ
く
だ
け
で
あ
れ
ば
、「
す

べ
て
の
分
野
で
の
日
本
人
の
友
好
や
協
力
を
失
い
、
彼
ら
を
中
立
化
の
方
向
に
向
か
わ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
我
々
は
軍
事
施
設
を
喪
失
す
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る
だ
け
で
な
く
、
日
本
人
を
永
遠
に
遠
ざ
け
る
と
い
う
リ
ス
ク
を
負
う
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

極
東
局
は
、「
片
務
的
な
協
定
」
を
「
相
互
性
と
自
己
利
益
の
永
続
的
な
基
盤
」
を
持
っ
た
も
の
に
置
き
換
え
る
こ
と
を
含
め
、
日
本
と

の
安
全
保
障
関
係
の
再
検
討
を
行
う
べ
き
だ
と
、
ダ
レ
ス
国
務
長
官
に
書
き
送
っ
た
）
38
（

。
冷
戦
の
「
政
治
経
済
戦
争
」
化
が
本
格
化
す
る
五

〇
年
代
後
半
に
入
り
、
米
国
政
府
に
と
っ
て
、
安
保
改
定
を
促
進
す
る
誘
因
は
、
集
団
安
全
保
障
シ
ス
テ
ム
へ
の
参
画
に
よ
る
日
本
の
負

担
分
担
か
ら
、
日
本
の
中
立
化
の
防
止
へ
と
変
化
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
五
七
年
一
月
に
予
定
さ
れ
て
い
た
安
保
改
定
に

関
す
る
国
務
省
内
の
協
議
が
実
際
に
は
開
催
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
時
点
で
は
、
安
保
改
定
が
喫
緊
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
）
39
（

。

第
二
節　

改
定
構
想
の
再
度
の
挫
折
―
―
一
九
五
七
年

（
一
）
岸
構
想
の
蹉
跌

　

五
七
年
二
月
に
岸
政
権
が
成
立
す
る
と
、
安
保
改
定
が
両
国
政
府
間
の
懸
案
事
項
と
し
て
浮
上
す
る
。
首
相
兼
外
相
に
就
任
す
る
や
い

な
や
、
岸
は
同
じ
頃
に
駐
日
大
使
に
着
任
し
た
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
と
の
緊
密
な
協
議
を
重
ね
た
。
四
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
の
一
連
の
協
議

に
お
い
て
、
岸
は
、
安
保
条
約
下
で
の
日
本
の
従
属
的
立
場
か
ら
生
じ
る
反
米
感
情
が
日
本
国
内
で
高
ま
っ
て
い
る
状
況
で
中
ソ
両
国
が

日
米
離
間
や
日
本
の
中
立
化
を
図
っ
て
い
る
と
い
う
分
析
を
披
露
し
、
も
し
共
産
圏
が
日
本
の
中
立
化
に
成
功
す
れ
ば
自
由
世
界
の
結
合

に
大
打
撃
と
な
る
と
語
っ
た
。
そ
の
上
で
、
日
本
国
内
の
不
満
を
除
去
し
、
共
産
圏
に
よ
る
日
米
離
間
政
策
に
耐
え
ら
れ
る
充
分
な
強
度

を
持
っ
た
日
米
関
係
を
生
み
出
す
た
め
に
は
、
沖
縄
や
小
笠
原
の
領
土
問
題
の
解
決
や
在
日
米
地
上
軍
の
撤
退
な
ど
に
加
え
、
安
保
条
約
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の
改
定
が
必
要
だ
と
訴
え
て
い
る
）
40
（

。
以
上
の
提
案
が
三
月
に
岸
が
指
示
し
た
外
務
省
の
検
討
の
結
果
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
に
示
さ
れ
る

よ
う
に
、岸
と
外
務
省
は
密
に
連
携
し
て
い
た
）
41
（

。外
務
省
で
は
、岸
が
強
く
望
ん
だ
訪
米
の
準
備
に
専
念
し
て
い
た
安
川
壮
が
中
心
と
な
っ

て
安
保
改
定
を
検
討
し
て
い
た
）
42
（

。

　

安
保
改
定
を
提
案
す
る
に
際
し
て
、
岸
が
中
ソ
に
よ
る
日
米
離
間
政
策
な
ど
の
冷
戦
的
修
辞
を
弄
し
た
の
は
、
自
ら
の
提
案
を
米
国
政

府
に
と
っ
て
受
け
入
れ
や
す
い
も
の
に
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
か
ら
だ
っ
た
）
43
（

。
言
い
換
え
れ
ば
、
安
保
改
定
に
関
す
る
岸
の
提
案

は
、
重
光
草
案
と
同
様
、
対
外
的
、
軍
事
的
な
国
家
安
全
保
障
上
の
必
要
性
で
は
な
く
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
感
情
と
国
内
政
治
上
の
利

得
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
）
44
（

。岸
は
、「
日
米
対
等
」を
達
成
し
て「
占
領
体
制
の
清
算
」を
行
う
と
い
う
目
標
を
持
っ
た
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ス
ト
で
あ
り
、
旧
条
約
が
あ
る
限
り
日
本
を
「
独
立
国
」
と
は
呼
べ
な
い
と
い
う
反
感
を
持
っ
て
い
た
）
45
（

。「
占
領
の
匂
い
」
が
す
る

安
保
条
約
は
「
不
平
等
」
で
あ
る
と
い
う
感
覚
は
、
外
務
省
で
も
共
有
さ
れ
て
い
た
）
46
（

。
し
か
し
、
相
互
防
衛
条
約
の
締
結
を
主
張
す
る
重

光
が
ダ
レ
ス
に
一
蹴
さ
れ
た
光
景
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
た
岸
は
、
一
足
飛
び
に
「
日
米
対
等
」
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
よ
り
慎
重

な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
選
ん
だ
。
そ
れ
は
、
第
一
段
階
で
、
日
本
国
内
が
不
平
等
と
考
え
て
い
る
点
を
部
分
的
に
是
正
し
、
保
守
勢
力
に
対
す

る
国
民
の
支
持
を
得
て
憲
法
を
改
正
し
た
上
で
、
次
の
段
階
で
、
日
本
が
「
負
う
べ
き
義
務
と
責
任
」
を
果
た
し
て
相
互
防
衛
条
約
を
締

結
す
る
と
い
う
二
段
階
の
安
保
改
定
構
想
で
あ
る
）
47
（

。

　

二
回
目
の
改
定
の
前
提
と
な
る
憲
法
改
正
を
実
施
す
る
に
は
、
保
守
勢
力
が
集
票
能
力
を
高
め
、
衆
参
両
院
で
三
分
の
二
の
議
席
を
獲

得
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
岸
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
対
し
、
憲
法
改
正
を
行
う
た
め
に
は
、
次
の
総
選
挙
前
に
安
保
改
定
を
行
い
、

保
守
勢
力
へ
の
支
持
を
高
め
て
三
分
の
二
の
議
席
を
得
る
必
要
が
あ
る
と
語
っ
て
い
た
。
加
え
て
岸
は
、
安
保
改
定
が
日
本
に
二
大
政
党

制
を
も
た
ら
す
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
節
が
あ
る
。
岸
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
対
し
、
安
保
改
定
に
よ
っ
て
、
社
会
党
主
流
の
極
左
勢
力
が
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掲
げ
る
争
点
を
奪
っ
て
穏
健
派
の
台
頭
を
促
し
、
社
会
党
を
「
責
任
あ
る
野
党
」
に
す
る
の
が
自
分
の
希
望
だ
と
述
べ
た
。
そ
の
上
で
、

極
左
勢
力
が
「
締
め
出
さ
れ
る
（
“sealed off

”）」
こ
と
は
日
米
両
国
に
と
っ
て
の
死
活
的
利
益
だ
と
論
じ
て
い
る
）
48
（

。
目
指
す
と
こ
ろ
が

憲
法
改
正
で
あ
れ
二
大
政
党
制
で
あ
れ
、
岸
は
安
保
改
定
を
、
少
な
く
と
も
短
期
的
に
は
、
極
左
勢
力
の
弱
体
化
と
保
守
勢
力
の
集
票
の

手
段
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
の
で
あ
る
）
49
（

。
日
本
国
民
の
不
満
を
和
ら
げ
る
と
い
う
国
内
政
治
の
論
理
か
ら
安
保
改
定
を
推
進
し
て
い
た

の
は
、
外
務
省
も
同
様
で
あ
っ
た
）
50
（

。

　

以
上
の
構
想
に
基
づ
き
、
岸
は
、
付
属
協
定
の
締
結
に
よ
る
安
保
条
約
の
部
分
修
正
を
米
国
側
に
申
し
入
れ
る
。
そ
の
基
本
的
な
内
容

は
、
①
在
日
米
軍
の
配
置
と
使
用
に
関
す
る
事
前
協
議
、
②
安
保
条
約
と
国
連
の
関
係
、
③
条
約
期
限
を
明
示
化
す
る
と
い
う
も
の
だ
っ

た
。
こ
れ
ら
は
、
外
務
省
に
お
け
る
付
属
協
定
締
結
の
検
討
を
反
映
し
た
も
の
で
、「
い
く
ら
か
で
も
対
等
な
主
権
国
家
の
協
力
関
係
に

ふ
さ
わ
し
い
体
裁
を
整
え
、
米
軍
の
存
在
に
対
す
る
国
内
の
批
判
を
和
ら
げ
る
こ
と
」
を
狙
っ
た
措
置
だ
っ
た
）
51
（

。
こ
う
し
て
、
岸
は
国
内

世
論
へ
の
ア
ピ
ー
ル
を
目
的
と
し
て
、
六
月
の
訪
米
時
に
公
表
す
る
共
同
声
明
に
つ
い
て
の
事
前
交
渉
を
始
め
た
い
と
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に

申
し
入
れ
、
そ
こ
に
「
現
在
の
安
保
条
約
は
、
新
た
に
確
立
し
た
日
本
の
地
位
と
一
致
す
る
よ
う
に
改
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
両
政
府

は
改
定
の
た
め
の
交
渉
に
入
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
に
合
意
し
た
」
と
明
記
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
）
52
（

。

　

な
お
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
六
月
に
作
成
さ
れ
た
外
務
省
の
付
属
協
定
案
に
お
い
て
、
日
米
行
政
協
定
第
二
四
条
と
同
じ
、
国
際

危
機
時
に
お
け
る
協
議
の
条
項
が
挿
入
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
米
国
の
対
日
防
衛
義
務
は
明
文
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
）
53
（

。
こ

れ
は
、
日
本
が
米
国
防
衛
の
義
務
を
負
わ
な
い
ま
ま
に
米
国
に
防
衛
義
務
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
伴
う
困
難
を
予
想
し
た
結
果
だ
と
思
わ
れ

る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
岸
訪
米
の
時
点
で
は
、
外
務
省
が
米
国
の
日
本
防
衛
義
務
よ
り
も
、
事
前
協
議
、
国
連
と
の
関
係
、
条
約
期
限

を
重
視
し
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
米
国
の
対
日
防
衛
義
務
が
よ
り
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
五
八
年
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に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
て
、
共
産
圏
の
日
米
離
間
政
策
や
日
本
の
中
立
化
に
言
及
し
な
が
ら
行
わ
れ
た
安
保
改
定
に
関
す
る
岸
の
申
し
入
れ
は
、
米
国
政
府

内
に
お
い
て
「
弱
者
の
恐
喝
）
54
（

」
の
効
果
を
一
定
程
度
発
揮
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
米
国
政
府
は
、
既
に
抱
い
て
い
た
「
日
本
中
立
化
」

に
対
す
る
懸
念
を
深
め
、
そ
れ
を
予
防
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
安
保
改
定
を
考
慮
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
岸
の
申
し
入

れ
を
受
け
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、
国
内
の
中
立
主
義
的
感
情
の
動
向
や
日
米
関
係
の
再
調
整
に
関
す
る
米
国
の
態
度
如
何
で
親
米
の
岸
も

中
立
化
を
志
向
し
う
る
と
論
じ
、「
私
の
恐
怖
は
、
日
本
が
急
速
に
中
立
主
義
へ
と
な
だ
れ
込
む
こ
と
で
あ
る
」
と
本
省
に
報
告
し
た
。

そ
し
て
、「
日
本
の
自
由
世
界
と
の
提
携
は
、
米
国
が
安
全
保
障
と
防
衛
の
分
野
で
何
を
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
」
と
し
て
、
現
在
の

暫
定
的
な
安
保
条
約
に
代
わ
る
永
続
的
な
新
条
約
を
生
み
出
す
時
は
熟
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
提
案
を
行
っ
た
）
55
（

。「
日
本
中
立
化
」
に
対
す

る
懸
念
の
強
さ
は
、
政
治
軍
事
面
よ
り
も
純
粋
な
軍
事
面
を
重
視
す
る
軍
部
で
す
ら
駐
日
大
使
館
の
勧
告
に
原
則
的
に
同
意
し
て
い
た
こ

と
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
）
56
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
米
国
政
府
は
、
あ
く
ま
で
将
来
的
な
安
保
改
定
を
考
慮
し
た
に
過
ぎ
ず
、
改
定
交
渉
を
開
始
す
る
時
が
熟
し
た
と
は

考
え
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
改
定
を
具
体
的
な
交
渉
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
載
せ
る
と
い
う
岸
の
思
惑
は
訪
米
の
前
に
打
ち
砕
か
れ
る
。

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
を
は
じ
め
駐
日
大
使
館
は
、
日
本
側
に
対
し
、
岸
の
提
案
は
「
極
め
て
深
刻
な
困
難
」
を
孕
ん
で
い
る
と
語
り
、
訪
米
時

の
共
同
声
明
に
関
す
る
事
前
交
渉
を
拒
否
し
た
。
そ
し
て
、
岸
の
提
案
か
ら
は
「
日
本
が
条
約
を
相
互
的
に
す
る
た
め
に
必
要
な
よ
り
大

き
な
責
任
を
分
担
す
る
用
意
が
あ
る
と
い
う
明
確
な
兆
候
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
断
じ
た
）
57
（

。
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
国
務
次
官
補
や

国
務
省
・
国
防
総
省
の
事
務
レ
ベ
ル
も
、
駐
米
大
使
館
に
対
し
、
改
定
交
渉
の
開
始
に
応
じ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
再
三
伝
え
て
い

る
）
58
（

。
米
国
側
の
拒
絶
に
直
面
し
た
岸
は
、
改
定
に
伴
う
問
題
や
困
難
を
理
解
す
る
と
述
べ
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
）
59
（

。
岸
は
六
月
の
訪
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米
時
、
改
定
交
渉
の
開
始
を
言
い
出
さ
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
言
い
出
せ
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

米
国
政
府
が
改
定
交
渉
の
開
始
を
拒
否
し
た
根
本
的
な
理
由
は
、
以
下
の
二
点
に
集
約
さ
れ
る
。
第
一
に
、
日
本
の
防
衛
負
担
分
担
に

関
す
る
意
志
が
不
明
確
な
こ
と
で
あ
る
。
駐
日
大
使
館
は
、
岸
の
提
案
は
多
く
の
点
で
一
方
的
要
求
で
あ
り
、「
日
本
が
世
界
で
果
た
そ

う
と
す
る
役
割
」
や
「
正
義
に
基
づ
く
世
界
平
和
へ
の
貢
献
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
、
日
本
が
新
た
な
地
位
に
見
合
っ
た
形
で
分
担
す
る

負
担
や
責
任
」
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
な
ど
の
問
題
が
あ
る
と
み
て
い
た
）
60
（

。
国
務
省
極
東
局
も
、
米
国
人
に
と
っ
て
理
解
し
難
い
の
は
、

な
ぜ
経
済
力
を
備
え
つ
つ
あ
る
日
本
が
「
自
由
世
界
の
相
互
防
衛
の
た
め
の
よ
り
大
き
な
努
力
」
を
行
う
能
力
と
意
志
を
持
っ
て
い
な
い

の
か
だ
と
し
て
、岸
と
会
談
す
る
際
に
は
、「
日
本
が
自
由
世
界
の
責
任
を
分
担
す
る
必
要
性
」を
明
確
に
伝
え
ら
れ
る
語
を
用
い
る
よ
う
、

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
指
示
し
て
い
た
）
61
（

。
確
か
に
、
訪
米
に
先
立
ち
、
岸
は
米
国
へ
の
ア
ピ
ー
ル
を
目
的
と
し
て
、「
国
防
の
基
本
方
針
」
と
「
第

一
次
防
衛
力
整
備
計
画
」
を
策
定
し
て
防
衛
問
題
へ
の
積
極
姿
勢
を
示
す
と
と
も
に
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
を
歴
訪
し
て
「
東
南
ア
ジ
ア
開

発
基
金
」
構
想
を
打
ち
出
し
て
い
た
）
62
（

。
だ
が
、
そ
れ
ら
は
米
国
政
府
の
負
担
分
担
要
求
を
到
底
満
た
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
）
63
（

。

　

第
二
に
、
岸
が
欲
す
る
事
前
協
議
制
度
に
よ
っ
て
、
在
日
基
地
の
自
由
使
用
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
へ
の
反
発
で
あ
る
。
こ
の
観
点
を
強

く
打
ち
出
し
て
い
た
国
防
総
省
は
、
防
衛
問
題
に
関
す
る
日
本
人
の
態
度
が
「
未
熟
で
ナ
イ
ー
ブ
」
な
こ
と
や
「
防
衛
上
の
必
要
性
」
が

「
財
政
上
や
政
治
上
の
ご
都
合
主
義
」
に
従
属
さ
せ
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
米
軍
の
配
置
と
使
用
に
関
す
る
「
拒
否
権
」
を
日

本
政
府
に
与
え
る
こ
と
は
「
極
め
て
危
険
」
だ
と
判
断
し
た
）
64
（

。
要
す
る
に
、
米
国
政
府
は
、
重
光
草
案
を
拒
否
し
た
と
き
と
同
様
、
米
国

に
と
っ
て
「
不
満
足
」
か
つ
「
危
険
」
だ
と
い
う
理
由
か
ら
、
岸
の
申
し
入
れ
を
拒
絶
し
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
駐
日
大
使
館
は
、
日
米
関
係
を
再
調
整
し
な
け
れ
ば
、
日
本
は
「
ス
イ
ス
型
の
中
立
」
や
「
イ
ン
ド
型
の
中
立
」、
さ
ら
に

は
「
共
産
圏
と
の
協
調
」
に
動
き
か
ね
な
い
と
い
う
論
理
を
持
ち
出
し
て
、
米
国
は
将
来
的
に
は
安
保
改
定
に
応
じ
る
と
い
う
姿
勢
を
示
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す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
）
65
（

。
結
局
、
米
国
政
府
は
妥
協
策
と
し
て
、
将
来
的
な
安
保
改
定
に
は
前
向
き
な
姿
勢
を
示
す
が
、
改
定
交
渉
の
開

始
に
は
応
じ
な
い
と
い
う
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
岸
訪
米
を
迎
え
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
訪
米
で
は
、
五
一
年
の
安
保
条
約
は
「
本
質
的

に
暫
定
的
」
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
共
同
声
明
で
確
認
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
）
66
（

。
五
七
年
の
時
点
で
は
、
米
国
政
府
に
と
っ
て
、
日
本
の

中
立
化
の
予
防
と
い
う
改
定
の
促
進
要
因
は
、
在
日
米
軍
基
地
の
自
由
使
用
と
日
本
の
負
担
分
担
の
不
十
分
さ
と
い
う
改
定
交
渉
開
始
の

ハ
ー
ド
ル
を
乗
り
越
え
る
ほ
ど
に
は
強
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
二
）
岸
訪
米
の
成
果
―
―
在
日
米
軍
削
減
の
合
意
と
「
安
全
保
障
に
関
す
る
日
米
委
員
会
」
の
設
置

　

岸
訪
米
で
は
安
保
改
定
の
交
渉
開
始
は
合
意
に
至
ら
な
か
っ
た
が
、
部
分
修
正
を
内
実
と
す
る
日
本
政
府
の
改
定
構
想
は
個
別
的
か
つ

形
式
的
に
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。つ
ま
り
、①
在
日
米
軍
の
配
置
と
使
用
に
関
す
る
事
前
協
議
は
、「
実
行
可
能
な
と
き
は
い
つ
で
も
」

と
い
う
断
り
書
き
が
つ
い
た
形
で
あ
る
が
、
共
同
声
明
に
盛
ら
れ
、
②
安
保
条
約
と
国
連
の
関
係
は
岸
訪
米
後
に
交
換
公
文
で
明
文
化
さ

れ
、
③
条
約
期
限
は
「
そ
の
ま
ま
の
形
で
永
久
に
存
続
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
い
」
と
共
同
声
明
に
記
さ
れ
た
）
67
（

。
日
本
国
内

の
反
安
保
感
情
を
和
ら
げ
る
効
果
を
有
す
る
こ
れ
ら
の
合
意
は
、
国
内
政
治
上
の
利
得
を
重
視
す
る
岸
に
と
っ
て
は
、
改
定
交
渉
開
始
が

合
意
さ
れ
な
く
と
も
訪
米
の
成
果
を
主
張
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
他
方
、
安
保
改
定
に
よ
っ
て
在
日
基
地
の
使
用
に
制
約
が
か
か
る
の
は

避
け
た
い
上
、
日
本
の
負
担
分
担
は
不
十
分
だ
と
考
え
る
米
国
政
府
に
と
っ
て
も
、「
日
本
中
立
化
」
の
防
止
に
役
立
つ
も
の
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
岸
訪
米
で
は
、
改
定
交
渉
開
始
の
代
替
策
が
合
意
、
公
表
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

　

岸
訪
米
の
際
に
合
意
さ
れ
た
在
日
米
軍
の
大
幅
な
削
減
も
そ
の
一
環
だ
っ
た
。
ま
ず
、
在
日
米
軍
の
削
減
を
申
し
入
れ
る
に
際
し
て
の

日
本
政
府
の
主
た
る
動
機
は
、
冷
戦
の
「
政
治
経
済
戦
争
」
化
以
降
高
ま
っ
て
い
る
反
米
・
反
基
地
感
情
を
抑
え
、
ひ
い
て
は
こ
れ
を
争
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点
と
し
て
攻
勢
を
仕
掛
け
て
く
る
革
新
勢
力
の
弱
体
化
を
図
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
四
月
に
安
保
改
定
の
申
し
入
れ
を
行
っ
た
岸
は
、
そ
の

際
同
時
に
、
日
米
安
全
保
障
関
係
に
対
す
る
日
本
国
民
の
支
持
を
高
め
る
た
め
に
は
在
日
米
軍
が
最
大
限
撤
退
す
る
こ
と
が
最
も
好
ま
し

い
と
い
う
提
案
を
行
っ
た
）
68
（

。
外
務
省
で
岸
訪
米
準
備
に
専
念
し
て
い
た
安
川
も
、
五
月
に
駐
日
大
使
館
員
と
話
し
合
っ
た
際
、
岸
訪
米
時

に
陸
上
戦
闘
部
隊
の
全
面
的
な
撤
退
を
公
表
す
る
こ
と
は
、「
日
本
国
民
に
対
す
る
と
て
も
好
ま
し
い
影
響
」
を
有
す
る
と
語
っ
て
い

る
）
69
（

。
国
内
か
ら
の
反
発
を
抑
え
る
た
め
に
在
日
米
軍
を
削
減
す
る
と
い
う
方
針
は
、
重
光
草
案
が
挫
折
し
た
後
も
日
本
政
府
内
に
根
強
く

残
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

他
方
、
米
国
政
府
は
、
在
日
米
軍
の
削
減
が
安
保
改
定
の
代
替
策
と
し
て
、
日
本
国
内
の
反
米
・
反
基
地
感
情
を
和
ら
げ
る
こ
と
を
期

待
し
て
い
た
。
在
日
米
陸
上
部
隊
の
削
減
と
い
う
方
針
は
Ｎ
Ｓ
Ｃ 

五
五
一
六
／
一
に
示
さ
れ
た
既
定
の
方
針
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
規

模
や
時
期
な
ど
の
具
体
的
内
容
は
未
定
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
陸
上
戦
闘
部
隊
の
全
面
撤
退
と
い
う
形
で
明
確
化
し
た
の
が
岸
訪
米
時
で
あ

る
。
こ
の
背
景
に
は
、
反
米
・
反
基
地
感
情
の
高
ま
り
に
適
切
に
対
処
し
な
け
れ
ば
、
日
本
が
中
立
化
し
か
ね
な
い
と
い
う
懸
念
が
存
在

し
た
。
つ
ま
り
米
国
政
府
の
地
上
軍
完
全
撤
退
の
決
定
は
、「
軍
事
的
な
観
点
か
ら
の
判
断
」
で
は
な
く
、「『
親
米
日
本
』
の
確
立
を
優

先
し
た
政
治
的
な
判
断
」
に
基
づ
い
て
い
た
の
で
あ
る
）
70
（

。
こ
の
よ
う
に
政
府
中
枢
で
在
日
米
軍
削
減
が
決
定
さ
れ
る
中
で
、
駐
日
大
使
館

は
、
岸
訪
米
の
準
備
過
程
に
お
い
て
、
安
保
改
定
を
行
わ
な
い
の
で
あ
れ
ば
そ
の
他
の
日
本
側
提
案
に
応
じ
る
こ
と
は
重
要
だ
と
意
見
具

申
を
行
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
ひ
と
つ
に
在
日
米
陸
上
戦
闘
部
隊
の
撤
退
を
含
め
、
日
本
国
内
で
「
と
て
も
素
晴
ら
し
い
影
響
」
を
も
た

ら
す
と
い
う
期
待
を
込
め
て
、
こ
れ
を
共
同
声
明
で
大
々
的
に
公
表
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
）
71
（

。
こ
の
方
針
は
国
務
省
の
容
れ
る
と
こ
ろ
と

な
り
、
岸
・
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
共
同
声
明
で
は
、
米
国
は
「
明
年
中
に
日
本
国
内
の
合
衆
国
軍
隊
の
兵
力
を
、
す
べ
て
の
合
衆
国
陸
上
戦

闘
部
隊
の
す
み
や
か
な
撤
退
を
含
み
、
大
幅
に
削
減
す
る
」
こ
と
が
謳
わ
れ
た
。
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日
米
両
国
政
府
は
、
改
定
交
渉
の
開
始
に
代
わ
る
妥
協
案
と
し
て
、
安
全
保
障
協
議
の
新
設
に
も
合
意
し
た
。
岸
訪
米
に
際
し
て
、
協

議
の
新
設
を
最
初
に
打
診
し
た
の
は
日
本
側
で
あ
り
、
そ
の
基
本
的
な
動
機
は
国
内
へ
の
ア
ピ
ー
ル
に
あ
っ
た
。
安
川
は
駐
日
大
使
館
員

と
会
合
し
た
際
、
岸
が
在
日
米
軍
の
配
備
と
使
用
や
条
約
問
題
な
ど
に
つ
い
て
話
し
合
う
高
位
の
協
議
機
関
の
設
置
を
模
索
し
て
お
り
、

そ
の
背
景
に
は
こ
れ
を
「
具
体
的
成
果
」
と
し
て
国
内
に
宣
伝
で
き
る
と
い
う
思
惑
が
あ
る
と
語
っ
た
）
72
（

。
岸
は
、
こ
の
協
議
が
事
前
協
議

や
安
保
改
定
に
つ
い
て
話
し
合
う
と
い
う
体
裁
を
と
る
こ
と
で
、
国
内
の
反
安
保
感
情
を
弱
め
る
効
果
を
持
つ
こ
と
を
期
待
し
た
の
で
あ

る
。
実
際
、
岸
は
ダ
レ
ス
と
の
会
談
で
、「
安
全
保
障
条
約
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
な
問
題
を
検
討
す
る
た
め
に
」
と
な
っ
て
い
た
協

議
設
置
の
目
的
に
関
す
る
共
同
声
明
の
文
言
が
委
員
会
の
機
能
を
制
限
し
て
い
る
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
た
め
削
除
す
べ
き
だ
と
要
求
し

た
上
で
、
日
本
の
世
論
に
こ
の
協
議
は
広
範
な
問
題
を
話
し
合
う
た
め
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
こ
と
が
好
ま
し
い

と
主
張
し
て
い
た
）
73
（

。
そ
し
て
、
共
同
声
明
で
は
「
安
全
保
障
条
約
に
関
し
て
生
ず
る
問
題
を
検
討
す
る
た
め
に
」
政
府
間
の
委
員
会
を
設

置
す
る
と
さ
れ
、「
安
全
保
障
に
関
す
る
日
米
委
員
会
（
安
保
委
員
会
）」
の
設
置
が
八
月
に
正
式
に
発
表
さ
れ
た
。

　

米
国
政
府
が
「
安
保
委
員
会
」
の
設
置
に
応
じ
た
の
は
、
そ
れ
が
日
本
国
内
の
不
満
を
和
ら
げ
、
安
保
改
定
の
代
替
物
と
し
て
の
機
能

を
果
た
す
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
設
置
を
主
導
し
た
駐
日
大
使
館
は
、
安
保
改
定
を
行
わ
な
い
の
で
あ
れ
ば
そ
の
他
の

日
本
側
提
案
に
応
じ
る
こ
と
は
重
要
だ
と
論
じ
、
そ
の
一
環
と
し
て
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
機
関
と
類
似
し
た
協
議
機
関
の
設
置
を
行
う
べ
き
だ
と

提
言
し
た）

74
（

。
後
日
極
東
局
や
駐
日
大
使
館
が
ま
と
め
て
い
る
よ
う
に
、
協
議
設
置
の
目
的
は
、
日
米
安
全
保
障
関
係
に
お
け
る
相
互
性
を

提
供
し
、
日
本
が
求
め
る
条
約
の
改
定
の
必
要
性
を
薄
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
）
75
（

。
駐
日
大
使
館
が
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
と
同
様
の
協
議
を
設

置
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
背
景
に
は
、「
も
し
我
々
が
英
国
や
西
独
、
そ
の
他
の
同
盟
国
を
見
る
の
と
同
様
に
日
本
人
を
見
て
、
平
等
な

基
盤
か
ら
扱
わ
な
け
れ
ば
、･･･

〔
中
略
〕･･･

我
々
の
安
全
保
障
体
制
は
意
味
を
成
さ
な
い
も
の
と
な
り
、
米
国
は
日
本
か
ら
追
い
出
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さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
」（〔　

〕
内
引
用
者
注
（
以
下
同
様
））
と
い
う
考
慮
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
）
76
（

。
要
す
る
に
、
米
国
政
府
は
、

基
地
の
自
由
使
用
や
日
本
の
負
担
分
担
の
不
十
分
さ
を
考
慮
し
て
改
定
交
渉
に
応
じ
な
い
よ
う
に
し
つ
つ
、
中
立
化
の
原
動
力
と
な
り
う

る
安
保
条
約
に
対
す
る
日
本
の
不
満
を
和
ら
げ
る
こ
と
を
期
待
し
て
、「
安
保
委
員
会
」
を
設
置
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
五
八
年
に
入

る
と
、
安
保
改
定
が
三
度
日
米
間
の
懸
案
事
項
と
し
て
浮
上
す
る
こ
と
に
な
る
。

第
三
節　

改
定
の
決
定
―
―
一
九
五
八
年

（
一
）
米
国
政
府
内
の
論
争
（
一
―
四
月
）
―
―
日
本
の
中
立
化
の
予
防 

vs. 

日
本
に
よ
る
負
担
分
担

　

米
国
政
府
内
で
安
保
改
定
が
再
度
検
討
さ
れ
る
き
っ
か
け
を
作
っ
た
の
は
、
ダ
レ
ス
国
務
長
官
だ
っ
た
。
五
八
年
一
月
、
ダ
レ
ス
は
、

「
私
は
、
日
本
と
沖
縄
に
お
け
る
現
在
の
米
国
の
姿
勢
を
安
全
に
維
持
で
き
る
と
思
わ
な
い
。
も
し
単
に
条
約
上
の
権
利
の
上
に
居
座
ろ

う
と
す
る
だ
け
で
あ
れ
ば
、
我
々
は
、
敵
対
的
で
、
親
共
産
主
義
で
は
な
い
に
せ
よ
中
立
主
義
的
な
感
情
を
持
つ
日
本
政
府
に
導
か
れ
た

大
衆
の
感
情
に
吹
き
飛
ば
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
」
と
し
た
メ
モ
を
作
成
し
た
）
77
（

。
ダ
レ
ス
が
こ
う
し
た
認
識
を
示
し
た
の
は
、
五
七
年
後

半
以
降
、
彼
の
中
で
同
盟
国
を
喪
失
す
る
こ
と
へ
の
恐
怖
が
強
ま
り
、
日
本
の
中
立
化
が
自
由
陣
営
の
崩
壊
と
連
動
し
て
考
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

ダ
レ
ス
に
同
盟
国
喪
失
の
恐
怖
を
植
え
付
け
た
の
は
、
二
つ
の
国
際
的
出
来
事
だ
っ
た
。
第
一
に
、
五
七
年
後
半
の
ソ
連
の
Ｉ
Ｃ
Ｂ
Ｍ

と
人
工
衛
星
の
打
ち
上
げ
成
功
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ソ
連
が
米
本
土
に
到
達
す
る
ミ
サ
イ
ル
を
獲
得
す
る
見
通
し
が
強
ま
っ
た
た

め
、
米
国
は
自
国
を
危
険
に
さ
ら
し
て
ま
で
同
盟
国
を
守
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
形
で
、
米
国
の
拡
大
抑
止
に
対
す
る
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
諸
国
の
信
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頼
感
が
低
下
す
る
事
態
が
想
定
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
ダ
レ
ス
は
、
米
国
の
拡
大
抑
止
の
信
頼
性
が
揺
ら
い
だ
結
果
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
諸
国
で
中

立
主
義
や
独
自
核
へ
の
傾
向
が
強
ま
る
こ
と
を
恐
れ
る
よ
う
に
な
る
）
78
（

。
ダ
レ
ス
の
近
辺
で
は
、
ソ
連
の
打
ち
上
げ
成
功
に
よ
っ
て
そ
の
威

信
が
高
ま
る
一
方
で
、
一
二
月
の
米
国
の
打
ち
上
げ
延
期
に
よ
っ
て
そ
の
威
信
が
低
下
し
、
こ
れ
ら
の
政
治
的
・
心
理
的
影
響
で
中
立
主

義
の
傾
向
が
高
ま
っ
て
、
同
盟
の
緊
密
性
が
低
下
す
る
と
い
う
事
態
も
想
定
さ
れ
て
い
た
）
79
（

。
第
二
に
、
五
八
年
三
月
の
ソ
連
に
よ
る
核
実

験
停
止
の
公
表
で
あ
る
。
直
後
の
極
東
旅
行
か
ら
帰
る
と
、
ダ
レ
ス
は
極
東
の
新
聞
が
米
国
を
好
戦
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
描
い
て
い
る
と
い

う
懸
念
を
表
明
し
た
。
そ
し
て
、
米
国
が
ソ
連
と
の
交
渉
で
何
ら
か
の
行
動
を
と
ら
な
け
れ
ば
「
好
戦
的
国
家
」
と
い
う
米
国
イ
メ
ー
ジ

が
広
が
り
、「
今
後
数
年
間
で
日
本
、
西
ド
イ
ツ
、
英
国
を
失
う
か
も
し
れ
な
い
」
と
も
ら
す
よ
う
に
な
る
）
80
（

。

　

加
え
て
、
日
米
二
国
間
レ
ベ
ル
で
も
、
日
本
喪
失
に
関
す
る
ダ
レ
ス
の
恐
怖
を
煽
る
出
来
事
が
起
こ
っ
て
い
た
。
第
一
に
、
ソ
連
の
打

ち
上
げ
成
功
の
影
響
が
日
本
に
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
五
七
年
一
二
月
の
第
四
回
「
安
保
委
員
会
」
に
お
い
て
、

七
月
に
外
相
に
就
任
し
た
藤
山
は
、
打
ち
上
げ
成
功
に
関
す
る
ソ
連
の
宣
伝
は
「
日
本
に
お
い
て
も
若
干
の
効
果
を
収
め
て
い
る
」
と
述

べ
、
そ
の
雰
囲
気
を
利
用
し
た
野
党
が
「
世
界
の
軍
事
均
衡
に
変
化
が
生
じ
た
」
と
し
て
「
日
本
の
非
武
装
化
、
中
立
化
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
」

を
宣
伝
し
て
い
る
と
語
っ
た
）
81
（

。
同
じ
頃
、
駐
日
大
使
館
は
、
日
本
政
府
は
ソ
連
の
成
功
を
懸
念
し
て
お
り
、
特
に
自
由
世
界
に
よ
る
効
果

的
な
対
抗
措
置
が
な
け
れ
ば
米
国
と
の
緊
密
な
協
力
と
い
う
自
ら
の
政
策
が
世
論
の
支
持
を
失
う
と
心
配
し
て
い
る
と
報
告
し
て
い
た
）
82
（

。

同
盟
国
の
離
反
を
恐
れ
、
ソ
連
の
打
ち
上
げ
成
功
の
ア
ジ
ア
諸
国
へ
の
影
響
を
憂
慮
し
て
い
た
ダ
レ
ス
）
83
（

に
と
っ
て
、
以
上
の
報
告
は
そ
う

し
た
懸
念
を
深
め
る
材
料
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
第
二
に
、
五
八
年
一
月
の
那
覇
市
長
選
で
あ
る
。
当
時
、
沖
縄
で
は
反

米
・
反
基
地
運
動
が
盛
り
上
が
り
を
見
せ
て
お
り
、
そ
う
し
た
勢
力
の
一
部
と
考
え
ら
れ
た
人
物
が
市
長
に
当
選
し
た
こ
と
は
、
米
国
政

府
に
小
さ
か
ら
ぬ
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
た
。
そ
の
こ
と
は
、
ダ
レ
ス
が
対
日
政
策
の
見
直
し
の
柱
と
し
て
沖
縄
施
政
権
の
返
還
を
最
初
に
検
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討
し
た
こ
と
に
も
示
さ
れ
て
い
る
）
84
（

。

　

そ
し
て
、「
ダ
レ
ス
・
メ
モ
」
を
き
っ
か
け
に
安
保
改
定
の
検
討
が
始
ま
る
。
一
月
末
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
国
務
次
官
補
は
対
日
政
策
の

再
検
討
を
指
示
し
た
。
そ
こ
に
は
、
安
保
改
定
の
代
替
と
し
て
設
置
さ
れ
た
「
安
保
委
員
会
」
だ
け
で
は
、
も
は
や
日
本
の
不
満
を
抑
え

き
れ
な
い
と
い
う
認
識
が
存
在
し
、
駐
日
大
使
館
も
そ
れ
を
共
有
し
て
い
た
）
85
（

。
だ
が
、
こ
の
検
討
過
程
で
は
、
日
本
の
中
立
化
の
予
防
を

最
優
先
し
て
安
保
改
定
を
即
時
に
行
う
こ
と
を
主
張
す
る
駐
日
大
使
館
と
、
日
本
の
防
衛
負
担
分
担
が
先
で
あ
る
と
し
て
安
保
改
定
の
タ

イ
ミ
ン
グ
を
計
る
極
東
局
の
立
ち
位
置
の
相
違
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
違
い
は
、「
日
本
が
独
立
し
た
非
共
産
国
家
で
あ
り
続
け
、
中

立
姿
勢
を
と
ら
な
い
よ
う
確
証
す
る
こ
と
」
を
「
最
低
限
の
目
標
」
と
し
つ
つ
、「
共
通
の
防
衛
問
題
で
協
力
で
き
、
ア
ジ
ア
諸
国
に
歓

迎
さ
れ
な
が
ら
、
ア
ジ
ア
の
自
由
世
界
の
政
治
的
・
経
済
的
発
展
と
安
定
の
た
め
に
指
導
的
な
役
割
を
担
う
こ
と
の
で
き
る
、
強
く
頼
り

が
い
の
あ
る
同
盟
国
に
日
本
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
」
を
「
最
善
か
つ
達
成
可
能
な
目
標
」
と
し
て
設
定
し
た
、
対
日
政
策
の
基
本
目
標
の

二
面
性
に
起
因
す
る
と
い
っ
て
よ
い
）
86
（

。

　

ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
指
示
を
受
け
、
二
月
に
は
駐
日
大
使
館
が
対
日
政
策
の
再
検
討
を
行
っ
た
。
そ
の
一
環
と
し
て
安
保
改
定
が
検
討
さ

れ
て
お
り
、
別
の
電
報
で
は
新
条
約
の
草
案
（
い
わ
ゆ
る
「
二
月
草
案
」）
も
提
示
さ
れ
て
い
る
）
87
（

。
駐
日
大
使
館
の
基
本
的
な
主
張
は
、

安
保
条
約
を
調
整
し
な
い
ま
ま
に
時
間
が
過
ぎ
れ
ば
、「
日
本
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
よ
う
に
独
り
立
ち
す
る
の
に
十
分
強
い
と
考
え
、
代

替
な
し
に
条
約
を
廃
棄
す
る
こ
と
が
自
ら
の
利
益
に
最
も
適
う
と
信
じ
る
よ
う
に
な
る
リ
ス
ク
」
を
米
国
は
負
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
も

の
だ
っ
た
。
こ
の
文
脈
で
駐
日
大
使
館
は
、
在
日
米
軍
基
地
の
自
由
使
用
に
固
執
し
て
改
定
を
拒
否
す
る
の
で
な
く
、
日
本
の
米
国
と
の

提
携
の
継
続
を
優
先
す
べ
き
だ
と
論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
駐
日
大
使
館
は
、
集
団
安
全
保
障
シ
ス
テ
ム
へ
の
日
本
の
加
入
は
望
ま
し
い

が
、
憲
法
の
制
約
と
国
内
や
周
辺
諸
国
の
反
発
を
考
慮
す
れ
ば
そ
の
可
能
性
は
皆
無
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
米
国
は
「
真
に
相
互
的
な
二
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国
間
安
全
保
障
協
定
を
通
じ
た
、
日
本
の
米
国
や
自
由
陣
営
と
の
安
全
保
障
上
の
結
び
つ
き
」
を
模
索
す
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

そ
し
て
、
日
本
が
負
う
主
要
な
義
務
は
基
地
の
提
供
で
あ
る
と
割
り
切
っ
て
、
日
本
の
海
外
派
兵
の
た
め
の
憲
法
改
正
や
防
衛
力
増
強
を

安
保
改
定
の
必
須
条
件
か
ら
は
ず
す
こ
と
を
提
案
し
た
）
88
（

。
在
日
米
軍
基
地
の
自
由
使
用
と
日
本
に
よ
る
負
担
分
担
の
問
題
を
棚
上
げ
し
、

在
日
米
軍
基
地
そ
の
も
の
の
存
続
を
危
う
く
す
る
日
本
の
中
立
化
の
予
防
を
優
先
し
て
安
保
改
定
を
す
ぐ
に
行
う
べ
き
だ
と
い
う
の
が
駐

日
大
使
館
の
勧
告
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
極
東
局
は
、「
二
月
草
案
」
に
沿
っ
て
米
国
か
ら
改
定
を
切
り
出
す
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は
日
本
の
考
え
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
先
決
だ
と
い
う
方
針
を
示
し
た
。
三
月
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
ダ
レ
ス
に
対
し
、
改
定
を
行
う
か
否
か
は
、
岸
と
の
協
議
に
お
い
て
、

日
米
双
方
の
長
期
目
標
が
十
分
に
相
互
的
か
ど
う
か
明
ら
か
に
な
っ
て
か
ら
決
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
提
言
し
た
。
そ
の
基
準
と
な
る
米
国

の
長
期
目
標
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
は
、「
自
国
領
土
を
防
衛
で
き
、
自
由
世
界
の
国
家
の
た
め
に
海
外
で
兵
力
を
用
い
る
能
力
と
意
志

を
有
す
る
、
軍
事
的
に
強
力
な
日
本
」
や
「
極
東
に
お
け
る
自
由
世
界
全
体
の
地
位
の
た
め
の
集
団
安
全
保
障
を
提
供
で
き
る
、
地
域
全

体
、
も
し
く
は
限
定
的
、
ま
た
は
二
国
間
の
安
全
保
障
条
約
へ
の
日
本
の
参
加
」
と
い
っ
た
、
日
本
に
よ
る
防
衛
負
担
分
担
で
あ
っ
た
。

こ
の
長
期
目
標
に
は
、
核
兵
器
の
持
ち
込
み
を
含
め
て
、
米
国
が
「
自
由
世
界
の
防
衛
」
を
遂
行
す
る
た
め
に
在
日
米
軍
基
地
を
自
由
に

使
用
す
る
権
利
を
日
本
が
提
供
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
る
）
89
（

。
こ
れ
は
、
極
東
に
お
け
る
軍
事
作
戦
の
自
由
度
の
確
保
を
最
優
先
す
る
軍

部
が
最
も
重
視
し
て
い
た
問
題
だ
っ
た
）
90
（

。

　

ダ
レ
ス
も
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
に
同
意
す
る
。
ダ
レ
ス
は
、
日
本
人
が
「
自
ら
の
将
来
は
、
ソ
連
と
共
産
中
国
に
対
す
る
バ
ラ
ン
ス
・
オ
ブ
・

パ
ワ
ー
を
創
出
す
る
た
め
に
、
米
国
と
緊
密
に
協
力
す
る
こ
と
と
共
に
あ
る
と
い
う
基
本
前
提
」
を
受
け
入
れ
ず
、
最
大
の
チ
ャ
ン
ス
は

米
国
と
中
ソ
陣
営
の
間
で
バ
ー
ゲ
ニ
ン
グ
を
行
う
こ
と
に
あ
る
と
考
え
て
行
動
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
全
面
改
定
よ
り
も
現
行
条
約
の
枠
内
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で
調
整
を
行
う
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
見
解
を
示
し
た
）
91
（

。
日
本
の
中
立
化
へ
の
懸
念
か
ら
対
日
政
策
再
検
討
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
ダ
レ
ス

で
あ
っ
た
が
、
五
八
年
前
半
の
時
点
で
は
、
日
本
は
ソ
連
や
中
国
の
「
ジ
ュ
ニ
ア
・
パ
ー
ト
ナ
ー
」
と
な
っ
て
そ
の
支
配
下
に
置
か
れ
る

こ
と
よ
り
も
、
ソ
連
や
中
国
に
対
す
る
「
バ
ラ
ン
ス
・
オ
ブ
・
パ
ワ
ー
」
を
獲
得
す
る
た
め
に
米
国
と
共
に
あ
る
こ
と
を
選
ぶ
だ
ろ
う
、

と
い
う
楽
観
的
な
見
方
を
披
露
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
）
92
（

。
こ
の
こ
と
も
、
改
定
を
先
送
り
す
る
と
い
う
ダ
レ
ス
の
判
断
に
影
響
し
て
い
よ
う
。

こ
れ
以
降
極
東
局
の
方
針
に
従
い
続
け
る
こ
と
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ダ
レ
ス
は
、
安
保
改
定
に
つ
い
て
は
極
東
局
に
一
任
し
て

い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

結
局
の
と
こ
ろ
、
ワ
シ
ン
ト
ン
は
、
日
本
が
自
由
世
界
と
の
提
携
を
不
動
の
も
の
と
し
、
米
国
に
基
地
の
自
由
使
用
の
権
利
を
提
供
す

る
と
と
も
に
、
自
由
世
界
の
防
衛
に
直
接
貢
献
す
る
意
志
を
示
す
こ
と
を
、
安
保
改
定
の
要
件
と
し
て
設
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
駐
日
大
使
館
が
、
地
域
安
全
保
障
へ
の
日
本
の
直
接
貢
献
に
は
多
く
の
困
難
が
あ
る
上
、
早
急
に
改
定
に
動
か
ね
ば
日
本
は
中
立
化

し
、
米
国
は
す
べ
て
を
失
い
か
ね
な
い
と
い
う
論
理
か
ら
、
強
く
反
論
し
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
）
93
（

。
そ
の
後
、
極
東
局
が
こ
れ
を
黙
殺

し
た
こ
と
で
一
度
下
火
に
な
る
米
国
政
府
内
の
路
線
対
立
を
再
燃
さ
せ
る
の
は
、
日
本
政
府
か
ら
の
打
診
で
あ
っ
た
。

（
二
）
日
本
政
府
の
新
し
い
論
理
（
五
―
六
月
）
―
―
米
国
の
対
日
防
衛
義
務
の
明
文
化

　

五
八
年
六
月
、
藤
山
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
対
し
、
第
二
次
岸
内
閣
の
成
立
後
、
安
保
改
定
を
含
め
た
基
本
的
な
安
全
保
障
問
題
に
関
す

る
非
公
式
の
討
議
を
行
い
た
い
と
し
、
外
務
省
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
）
94
（

。
そ
の
後
、
藤
山
か
ら
外

務
省
の
検
討
作
業
に
つ
い
て
伝
え
聞
い
た
と
思
わ
れ
る
岸
も
、
安
保
条
約
の
「
再
調
整
」
に
つ
い
て
近
い
う
ち
に
話
し
合
い
た
い
と
マ
ッ
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カ
ー
サ
ー
に
語
っ
た
）
95
（

。
以
上
か
ら
は
、
五
八
年
六
月
の
日
本
政
府
に
よ
る
打
診
は
五
七
年
の
時
と
は
異
な
り
、
岸
の
主
導
で
は
な
く
外
務

省
の
発
案
で
行
わ
れ
た
と
推
察
で
き
る
。

　

森
治
樹
ア
メ
リ
カ
局
長
や
東
郷
文
彦
安
全
保
障
課
長
な
ど
を
中
心
と
す
る
外
務
省
の
検
討
は
、
五
月
の
総
選
挙
後
に
始
ま
っ
て
い
た
。

自
民
党
と
社
会
党
の
間
に
最
も
大
き
な
隔
た
り
が
あ
っ
た
外
交
・
防
衛
問
題
に
つ
い
て
「
社
会
党
側
が
熱
心
に
攻
勢
を
展
開
し
た
に
〔
も
〕

拘
ら
ず
、
自
民
党
の
政
策
に
対
す
る
支
持
に
変
り
が
な
か
っ
た
」
と
い
う
判
断
が
、
外
務
省
が
行
動
を
と
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
で
あ

る
）
96
（

。
こ
の
検
討
過
程
で
は
、
国
内
か
ら
の
批
判
の
的
と
な
っ
て
い
る
「
核
兵
器
持
込
問
題
」
と
「
在
日
米
軍
の
作
戦
的
出
動
の
問
題
」、

す
な
わ
ち
事
前
協
議
制
の
構
築
も
従
来
ど
お
り
考
慮
さ
れ
て
い
た
が
、
最
も
基
本
的
な
問
題
と
さ
れ
た
の
は
「
米
国
の
日
本
防
衛
義
務
を

如
何
に
し
て
条
約
上
確
保
す
る
か
」
と
い
う
新
し
い
課
題
で
あ
っ
た
）
97
（

。
た
だ
し
、
外
務
省
は
こ
の
時
点
で
も
、
米
国
議
会
に
よ
る
承
認
の

必
要
性
な
ど
の
困
難
に
鑑
み
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
安
保
条
約
の
全
面
改
定
で
は
な
く
、
付
属
協
定
の
締
結
に
よ
る
「
微
調
整
」
に
よ
っ
て

是
正
す
る
こ
と
を
構
想
し
て
い
た
）
98
（

。
米
国
の
日
本
防
衛
の
義
務
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
間
接
的
か
つ
実
質
的
に
公
式
化
す
る
た
め
に
、「
自

衛
隊
と
在
日
米
軍
は
、
夫
々
の
国
内
法
の
限
度
で
、
日
本
地
域
の
安
全
の
為
め
、
協
力
す
る
」
こ
と
を
交
換
公
文
で
明
文
化
す
る
と
い
う

方
針
が
示
さ
れ
た
）
99
（

。

　

外
務
省
以
上
に
米
国
の
公
式
の
防
衛
公
約
を
強
く
欲
し
て
い
た
の
が
、
同
じ
頃
に
「
安
保
条
約
の
改
正
を
含
む
日
米
防
衛
関
係
の
検
討
」

を
行
っ
た
防
衛
庁
だ
っ
た
。
旧
条
約
で
は
、「
有
事
の
際
に
所
要
の
兵
力
を
日
本
に
対
し
増
強
す
る
こ
と
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
の
み
な

ら
ず
、
有
事
の
際
場
合
に
よ
っ
て
は
在
日
米
軍
が
他
に
転
用
さ
れ
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
」。
防
衛
庁
は
こ
の
問
題
意
識
に
基
づ
き
、「
駐

留
米
軍
の
日
本
防
衛
の
た
め
の
駐
留
権
か
ら
日
本
防
衛
の
義
務
、
更
に
有
事
の
際
に
お
い
て
は
米
軍
に
新
な
る
増
派
の
義
務
を
課
す
る
と

こ
ろ
ま
で
そ
の
責
任
を
高
め
る
」
よ
う
米
国
側
に
主
張
す
る
こ
と
も
可
能
だ
と
判
断
し
た
。
加
え
て
外
務
省
に
対
し
、
日
米
間
で
「
防
衛
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責
任
の
分
担
の
態
様
を
明
ら
か
に
し
、
将
来
米
国
側
の
行
う
べ
き
軍
事
援
助
の
規
模
を
或
程
度
米
側
を
し
て
表
明
せ
し
め
る
よ
う
努
力
す

る
」
こ
と
を
要
望
し
て
い
た
。
外
務
省
に
対
す
る
防
衛
庁
の
申
し
入
れ
は
、
加
藤
陽
三
防
衛
局
長
や
林
敬
三
統
合
幕
僚
会
議
議
長
、
外
務

省
か
ら
出
向
し
て
い
た
青
木
盛
夫
参
事
官
な
ど
に
よ
る
協
議
の
結
果
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
）
100
（

。
米
国
の
防
衛
義
務
が
こ
こ
ま
で
重
視
さ
れ

た
の
は
、
五
五
年
に
安
保
改
定
が
提
起
さ
れ
て
か
ら
初
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　

外
務
省
と
防
衛
庁
に
米
国
の
防
衛
義
務
の
公
式
化
を
必
要
と
さ
せ
て
い
た
の
は
、岸
訪
米
時
に
合
意
さ
れ
た
在
日
米
軍
の
削
減
だ
っ
た
。

上
述
の
通
り
、
こ
れ
は
冷
戦
の
「
政
治
経
済
戦
争
」
化
を
背
景
に
、
そ
れ
ま
で
日
本
政
府
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
衝
動
や
国
内
政
治
上
の

理
由
か
ら
希
求
し
、
米
国
政
府
が
日
本
国
内
の
不
満
を
緩
和
し
て
「
日
本
中
立
化
」
を
予
防
す
る
た
め
に
行
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、

日
本
政
府
は
、
こ
れ
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
で
米
軍
に
よ
る
日
本
防
衛
が
不
十
分
と
な
り
、
日
本
の
国
家
安
全
保
障
が
万
全
で
は
な
く
な
る

と
い
う
不
安
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
防
衛
当
局
は
、「
米
軍
は
逐
次
撤
退
し
て
現
在
に
お
い
て
は
在
日
米
軍
の
実
力
は
『
外

部
か
ら
の
武
力
攻
撃
に
対
す
る
日
本
国
の
安
全
に
寄
与
』〔
旧
条
約
第
一
条
〕
し
得
な
い
程
度
に
ま
で
低
下
し
て
い
る
」
と
判
断
し
、「
米

軍
の
日
本
国
防
衛
の
義
務
及
責
任
分
担
の
明
確
化
が
要
請
さ
れ
る
」
と
論
じ
て
い
る
）
101
（

。
こ
の
見
解
を
容
れ
て
か
、
外
務
省
も
「
現
状
で
は

米
軍
は
相
当
急
速
な
縮
小
過
程
に
あ
る
」
一
方
で
、「
自
衛
隊
の
育
成
は
種
々
の
制
約
下
」
に
あ
る
た
め
、「
我
国
の
防
衛
に
空
白
を
生
ず

る
惧
大
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
を
示
し
た
）
102
（

。
駐
日
大
使
館
や
在
日
米
軍
司
令
部
は
、
日
本
の
国
内
世
論
が
在
日
米
軍
の
削
減
を
歓
迎
し
、

反
米
・
反
基
地
感
情
が
改
善
さ
れ
る
一
方
で
、
政
府
当
局
者
を
中
心
に
、
米
軍
撤
退
が
早
す
ぎ
て
自
衛
隊
が
そ
の
空
白
を
埋
め
ら
れ
な
い

こ
と
か
ら
生
じ
る
「
日
本
防
衛
に
関
す
る
懸
念
」
が
生
じ
た
と
い
う
分
析
を
披
露
し
て
い
る
）
103
（

。

　

在
日
米
軍
の
さ
ら
な
る
削
減
が
行
わ
れ
、
日
本
の
国
家
安
全
保
障
が
危
殆
に
さ
ら
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
を
増
幅
さ
せ
て

い
た
の
は
、
ソ
連
に
よ
る
Ｉ
Ｃ
Ｂ
Ｍ
と
人
工
衛
星
の
打
ち
上
げ
成
功
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
外
務
省
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｂ
Ｍ
の
発
達
に
よ
っ
て
「
兵
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力
の
戦
略
的
配
備
」
や
「
極
東
に
於
け
る
日
本
の
戦
略
的
地
位
」
に
変
革
が
起
こ
り
、「
極
東
に
於
け
る
米
軍
配
備
の
第
一
線
が
後
退
し

得
る
と
云
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
非
常
の
事
態
に
於
て
日
本
は
何
処
迄
米
軍
の
直
接
的
協
力
に
期
待
し
得
る
や
に
付
大
な
る
不
安
を
感
ず
る

こ
と
に
な
る
」
と
考
え
た
の
で
あ
る
）
104
（

。
七
月
の
省
内
の
会
議
の
中
で
、
藤
山
も
「
安
保
条
約
成
立
後
今
日
迄
日
本
の
戦
略
的
価
値
の
変
遷

如
何
」
と
質
し
た
上
で
、「
有
事
の
際
米
軍
と
し
て
は
安
保
条
約
だ
け
で
充
分
か
、
新
し
い
取
り
決
め
を
要
す
る
や
」
と
い
う
問
題
を
提

起
し
て
い
た
）
105
（

。
こ
う
し
た
状
況
を
観
察
し
て
い
た
駐
日
大
使
館
は
、「
何
年
も
の
間
、
日
本
の
指
導
者
は
、
強
力
な
在
日
米
軍
が
日
本
自

身
の
防
衛
努
力
と
は
無
関
係
に
日
本
を
守
る
と
い
う
前
提
の
下
、
自
ら
の
国
家
安
全
保
障
を
事
実
上
無
視
し
て
き
た
」
が
、
在
日
米
軍
撤

退
と
ソ
連
の
成
功
が
同
時
に
起
こ
っ
た
こ
と
は
、
日
本
政
府
に
国
家
安
全
保
障
と
い
う
重
要
問
題
と
向
き
合
う
こ
と
を
迫
っ
た
と
分
析
し

て
い
る
）
106
（

。
要
す
る
に
、
在
日
米
軍
の
削
減
に
よ
っ
て
日
本
の
国
家
安
全
保
障
が
万
全
で
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
認
識
が
生
じ
る
中
で
、
外

務
省
と
防
衛
庁
は
、
米
軍
の
日
本
防
衛
へ
の
関
与
の
確
実
性
を
高
め
る
た
め
に
米
国
の
防
衛
義
務
の
公
式
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

無
論
、
外
務
省
に
は
、
米
国
の
防
衛
義
務
を
明
文
化
す
る
こ
と
に
国
内
の
安
保
批
判
を
和
ら
げ
る
効
果
も
あ
る
と
い
う
考
え
も
あ
っ
た
。

米
国
の
防
衛
義
務
が
明
文
化
さ
れ
れ
ば
、
米
軍
の
駐
留
権
の
み
が
規
定
さ
れ
て
い
る
旧
条
約
は
不
平
等
で
あ
る
と
い
う
批
判
を
回
避
す
る

こ
と
が
で
き
る
）
107
（

。
加
え
て
、
外
務
省
は
ソ
連
の
打
ち
上
げ
成
功
が
有
す
る
日
本
国
内
へ
の
影
響
に
つ
い
て
も
憂
慮
し
て
お
り
、
具
体
的
に

は
、
自
由
陣
営
に
対
す
る
自
ら
の
軍
事
的
優
位
を
喧
伝
す
る
こ
と
で
「
自
由
陣
営
の
切
り
崩
し
」
を
図
る
「
共
産
圏
の
平
和
攻
勢
乃
至
心

理
戦
」
が
成
功
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
。
事
実
、
ソ
連
は
中
途
半
端
な
軍
備
は
無
意
味
で
あ
る
と
宣
伝
し
、
社
会
党
は
Ｉ
Ｃ
Ｂ
Ｍ
時
代

に
東
西
両
陣
営
の
い
ず
れ
か
に
与
す
る
の
は
危
険
だ
と
し
て
安
保
条
約
の
解
消
を
主
張
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
国
内
が
米
国
の

防
衛
関
与
の
確
実
性
が
低
下
し
た
と
考
え
れ
ば
反
安
保
感
情
や
中
立
主
義
が
強
ま
る
状
況
が
生
ま
れ
た
た
め
、
外
務
省
は
米
国
の
防
衛
義

務
を
公
式
化
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
想
定
し
た
の
で
あ
る
）
108
（

。
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（
三
）
第
二
次
台
湾
海
峡
危
機
と
改
定
の
決
定
（
七
―
九
月
）

　

日
本
側
が
日
米
安
全
保
障
関
係
を
再
検
討
す
る
必
要
性
を
伝
え
た
こ
と
は
、
安
保
改
定
を
め
ぐ
る
米
国
政
府
内
の
路
線
対
立
を
再
燃
さ

せ
た
。
従
来
ど
お
り
、
駐
日
大
使
館
は
、
日
本
の
提
案
を
固
辞
し
て
場
当
た
り
的
な
調
整
を
繰
り
返
す
こ
と
は
中
立
主
義
を
標
榜
す
る
勢

力
を
強
め
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
交
渉
を
開
始
す
る
ほ
う
が
有
益
で
あ
る
と
勧
告
し
た
）
109
（

。
こ
れ
に
対
し
、
ダ
レ
ス
の
承
認
を
得
た
電
報

の
中
で
国
務
省
極
東
局
は
、「
自
由
世
界
と
の
よ
り
強
固
な
紐
帯
の
発
展
」と「
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
防
衛
責
任
へ
の
よ
り
大
き
な
貢
献
」

を
日
本
に
促
す
た
め
に
如
何
な
る
手
段
を
選
択
す
る
か
に
つ
い
て
決
定
す
る
前
に
、
岸
や
藤
山
と
再
度
話
し
合
い
、
そ
れ
ら
の
実
現
可
能

性
に
つ
い
て
調
査
を
行
う
べ
き
だ
と
指
示
し
た
）
110
（

。
七
月
に
入
り
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
岸
と
藤
山
に
対
し
て
、
日
本
の
「
安
全
保
障
分
野
に

お
け
る
究
極
的
な
目
標
や
目
的
」
と
「
日
米
安
全
保
障
関
係
に
関
す
る
長
期
的
な
考
え
」
を
聞
き
た
い
と
伝
え
る
）
111
（

。

　

そ
の
後
行
わ
れ
た
三
〇
日
の
藤
山
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
会
談
に
つ
い
て
の
日
米
両
国
の
記
録
か
ら
は
、
即
時
の
全
面
改
定
を
推
進
す
る
駐

日
大
使
館
の
独
走
と
も
解
釈
で
き
る
行
動
が
観
測
で
き
る
）
112
（

。
第
一
に
、
駐
日
大
使
館
は
強
引
な
や
り
方
で
、
長
期
目
標
に
関
す
る
日
本
側

の
言
質
を
引
き
出
し
た
。
藤
山
は
、
日
本
の
長
期
目
標
に
つ
い
て
、
極
東
局
を
満
足
さ
せ
う
る
明
確
な
見
解
を
提
示
し
な
か
っ
た
）
113
（

。
そ
の

た
め
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、「
第
二
次
大
戦
後
世
界
の
勢
力
関
係
に
大
き
な
変
動
が
あ
り
、
日
本
は
ソ
連
中
共
と
い
う
二
つ
の
巨
大
な
力
が

存
す
る
実
情
の
下
に
於
て
独
力
で
其
の
安
全
を
保
障
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
従
っ
て
米
国
と
の
間
に
何
等
か
の
形
の
安
全
保
障
取
極
を

や
っ
て
い
く
と
云
う
長
期
的
方
針
で
あ
る
と
解
し
て
差
し
支
え
な
い
と
思
う
が
如
何
で
あ
ろ
う
か
」
と
問
い
、「
現
在
の
如
く
ソ
連
中
共

と
い
う
巨
大
な
軍
事
力
が
存
し
て
い
る
限
り
其
の
点
は
変
わ
ら
な
い
」
と
い
う
藤
山
の
言
質
を
引
き
出
し
た
。
そ
の
上
で
、
駐
日
大
使
館
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は
本
省
に
対
し
て
、「
中
ソ
陣
営
の
強
大
な
パ
ワ
ー
が
存
在
す
る
現
状
で
は
、
米
国
と
の
長
期
的
な
安
全
保
障
上
の
紐
帯
が
緊
要
で
あ
る
」

と
い
う
の
が
日
本
政
府
の
基
本
姿
勢
だ
と
確
認
で
き
た
と
だ
け
報
告
し
て
い
る
。
第
二
に
、
駐
日
大
使
館
は
本
省
か
ら
の
指
示
が
な
い
状

況
で
、
全
面
改
定
の
可
能
性
を
日
本
側
に
示
唆
し
た
。
安
保
改
定
に
は
付
属
協
定
案
と
新
条
約
案
が
あ
る
が
前
者
の
ほ
う
が
妥
当
だ
と
す

る
藤
山
に
対
し
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、
日
本
が
「
条
約
地
域
を
日
本
区
域
に
限
定
し
、
日
本
の
海
外
派
兵
の
問
題
が
生
起
し
な
い
よ
う
な

相
互
援
助
条
約
」
を
希
望
す
る
な
ら
「
自
分
は
努
力
す
る
用
意
が
あ
る
」
と
述
べ
た
。
だ
が
、
駐
日
大
使
館
の
本
省
へ
の
報
告
の
中
に
は
、

「
自
分
は
努
力
す
る
用
意
が
あ
る
」
に
対
応
す
る
箇
所
は
見
当
た
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
駐
日
大
使
館
は
、
本
省
を
満
足
さ
せ
る
よ
う
な

日
本
の
言
質
を
引
き
出
す
と
同
時
に
、
日
本
政
府
に
全
面
改
定
へ
と
踏
み
切
ら
せ
よ
う
と
奔
走
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
極
東
局
は
納
得
し
な
か
っ
た
。
米
国
と
の
提
携
の
意
志
が
確
認
で
き
た
と
は
い
え
、
防
衛
負
担
分
担
に
関
す
る
日
本
政
府
の
意

志
表
示
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。「
安
全
保
障
上
の
日
本
の
長
期
的
目
標
が
よ
り
明
確
に
明
ら
か
に
な
る
ま
で
」、
米
国
政
府
は
「
日

本
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
ど
れ
ほ
ど
の
こ
と
を
す
べ
き
か
」
に
関
す
る
最
終
判
断
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
九
月
の
藤
山
訪
米
で
は
、

ダ
レ
ス
が
日
本
の
考
え
を
さ
ら
に
聞
き
出
す
に
と
ど
ま
る
。
こ
れ
が
八
月
二
二
日
の
極
東
局
の
通
達
だ
っ
た
）
114
（

。
七
月
に
作
成
さ
れ
た
Ｏ
Ｃ

Ｂ
の
レ
ポ
ー
ト
で
も
、「
日
本
地
域
に
お
け
る
自
由
世
界
の
防
衛
に
関
す
る
負
担
と
責
任
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
日
本
の
意
志
」
が
伴
わ

な
け
れ
ば
、
安
保
改
定
は
米
国
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
と
い
う
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
レ
ポ
ー
ト
は
、
日
本
の
防
衛
努
力
と
防

衛
力
整
備
は
米
国
が
好
ま
し
い
と
考
え
る
レ
ベ
ル
に
到
底
達
し
て
い
な
い
と
論
じ
て
い
た
）
115
（

。
加
え
て
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
八
月
二
五
日
の

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
宛
の
手
紙
の
中
で
、
付
属
協
定
に
せ
よ
全
面
改
定
に
せ
よ
、
日
本
側
が
望
む
よ
う
に
事
前
協
議
制
度
を
含
む
方
法
で
改
定

を
行
う
こ
と
は
、「
極
東
に
お
け
る
我
々
の
同
盟
国
と
の
条
約
関
係
」
と
「
同
地
域
に
お
け
る
有
事
の
際
に
我
々
が
同
盟
国
に
提
供
す
る

支
援
」
の
双
方
に
影
響
す
る
と
し
て
、
改
定
に
否
定
的
な
態
度
を
示
し
た
）
116
（

。
軍
部
は
、
改
定
交
渉
の
開
始
に
は
原
則
的
に
同
意
し
て
い
た
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が
、
核
の
持
ち
込
み
を
含
め
て
基
地
の
自
由
使
用
に
徹
底
し
た
こ
だ
わ
り
を
見
せ
て
い
た
）
117
（

。
結
局
、
八
月
後
半
の
時
点
で
も
ワ
シ
ン
ト
ン

は
、
日
本
の
負
担
分
担
の
不
十
分
さ
と
在
日
基
地
の
自
由
使
用
へ
の
制
約
を
理
由
に
、
日
本
側
の
安
保
改
定
の
提
案
を
「
不
満
足
」
か
つ

「
危
険
」
な
も
の
と
判
断
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

他
方
、
日
本
政
府
に
全
面
改
定
に
踏
み
切
ら
せ
よ
う
と
い
う
駐
日
大
使
館
の
努
力
は
成
功
す
る
。
二
五
日
、
岸
は
、
外
務
省
が
構
想
し

て
い
た
付
属
協
定
に
よ
る
「
微
調
整
」
で
は
な
く
、
条
約
の
全
面
改
定
を
行
う
意
向
を
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
伝
え
た
。
決
定
的
な
論
拠
と
な

る
文
書
は
な
い
が
、
先
行
研
究
や
周
辺
資
料
に
基
づ
け
ば
、
岸
の
決
断
理
由
は
、
五
七
年
六
月
の
訪
米
時
と
同
様
、
国
内
政
治
上
の
利
益

に
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
当
時
、
岸
は
総
選
挙
で
の
勝
利
を
背
景
に
革
新
勢
力
と
の
対
決
姿
勢
を
一
層
強
め
て
お
り
、
そ
の
論
戦
に
お

い
て
安
保
問
題
が
争
点
と
な
る
の
は
確
実
だ
っ
た
。
そ
こ
で
岸
は
、
国
内
か
ら
の
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
「
在
日
米
軍
使
用
の
問
題
」

と
「
核
兵
器
持
ち
込
み
問
題
」
に
つ
い
て
の
事
前
協
議
の
規
定
を
作
る
こ
と
の
緊
急
性
を
強
く
意
識
し
た
。
岸
に
と
っ
て
米
国
の
防
衛
義

務
を
明
文
化
す
る
こ
と
は
二
義
的
な
意
味
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
岸
は
、
事
前
協
議
制
の
確
立
に
加
え
て
こ
れ
も
達
成
さ
れ
れ
ば

安
保
条
約
に
対
す
る
国
民
の
支
持
が
さ
ら
に
取
り
付
け
や
す
く
な
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
示
唆
に
従
う
形
で
全
面
改
定

を
行
う
こ
と
を
決
断
し
た
）
118
（

。
岸
は
、「
保
守
党
内
閣
に
対
し
、
社
会
党
は
防
衛
問
題
に
つ
い
て
、
小
出
し
に
反
対
し
て
く
る
が
、
民
心
に

対
し
て
新
条
約
体
制
に
よ
っ
て
覚
悟
を
決
め
さ
せ
る
事
が
出
来
る
」
と
述
べ
、「
新
条
約
を
や
る
と
い
う
事
は･･･

〔
中
略
〕･･･

来
春
の

選
挙
の
関
係
を
含
め
て
、
輿
論
及
国
会
の
関
係
で
貴
内
閣
に
有
利
で
あ
る
と
の
ご
判
断
で
あ
る
か
」
と
い
う
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
確
認
に
対

し
、「
そ
の
通
り
で
あ
る
」
と
答
え
て
い
る
）
119
（

。
こ
の
よ
う
に
、
岸
に
と
っ
て
の
安
保
改
定
は
、
日
本
の
国
家
安
全
保
障
に
緊
要
な
米
国
の

防
衛
義
務
を
確
保
す
る
た
め
の
手
段
と
い
う
よ
り
も
、
国
内
政
治
上
の
利
得
を
得
る
た
め
の
手
段
と
い
う
意
味
合
い
が
強
か
っ
た
。

　

さ
て
、
極
東
局
が
安
保
改
定
に
踏
み
切
る
の
は
、
藤
山
訪
米
の
直
前
で
あ
る
。
九
月
三
日
ま
で
駐
日
大
使
館
は
、
早
急
に
改
定
を
行
わ
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な
け
れ
ば
日
本
が
中
立
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
お
な
じ
み
の
論
理
を
用
い
て
、
そ
の
必
要
性
を
訴
え
続
け
た
）
120
（

。
そ
し
て
、
極
東
局

は
三
日
の
駐
日
大
使
館
か
ら
の
電
報
に
従
う
形
で
、
少
な
く
と
も
六
日
ま
で
に
、
藤
山
訪
米
時
に
改
定
交
渉
の
開
始
に
応
じ
る
こ
と
を
決

定
し
た
）
121
（

。
改
定
交
渉
の
開
始
に
頑
強
に
反
対
し
て
き
た
極
東
局
が
こ
こ
に
至
っ
て
そ
れ
を
容
認
し
た
の
は
な
ぜ
だ
っ
た
の
か
。
残
念
な
が

ら
筆
者
の
調
査
で
は
、
八
月
二
五
日
の
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
宛
の
手
紙
か
ら
九
月
六
日
の
決
定
の
間
の
安
保
改
定
に
関
す
る

極
東
局
の
資
料
は
発
掘
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
状
況
証
拠
に
依
拠
し
て
ひ
と
つ
の
見
解
を
提
示
し
た
い
。

　

そ
れ
は
、
極
東
局
に
お
い
て
、「
日
本
中
立
化
」
の
懸
念
と
い
う
改
定
の
推
進
要
因
が
決
定
的
に
高
ま
り
、
在
日
基
地
の
自
由
使
用
と

日
本
の
負
担
分
担
の
不
十
分
さ
と
い
う
改
定
の
ハ
ー
ド
ル
を
乗
り
越
え
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
改
定
を
行
わ
な
け
れ

ば
日
本
が
中
立
化
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
は
、
五
六
年
以
来
、
極
東
局
に
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
。
そ
う
し
た
中
、
五
八
年

八
月
二
三
日
に
第
二
次
台
湾
海
峡
危
機
が
生
起
し
、「
日
本
中
立
化
」
に
対
す
る
懸
念
が
国
務
省
内
で
強
ま
る
。
ダ
レ
ス
が
九
月
四
日
に

ニ
ュ
ー
ポ
ー
ト
で
休
暇
中
の
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
大
統
領
に
手
渡
し
た
メ
モ
は
、
金
門
・
馬
祖
島
の
喪
失
は
反
共
・
親
米
の
蒋
介
石
政
権
の

権
威
と
軍
事
力
に
対
す
る
深
刻
な
影
響
を
持
っ
て
お
り
、
も
し
そ
れ
が
起
こ
れ
ば
日
本
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
韓
国
な
ど
か
ら
な
る
西
太
平
洋

に
お
け
る
「
反
共
の
防
壁
」
は
危
殆
に
さ
ら
さ
れ
、「
日
本
は
巨
大
な
工
業
力
を
持
っ
た
ま
ま
中
ソ
陣
営
の
手
に
落
ち
る
か
も
し
れ
な
い
」

と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
「
ド
ミ
ノ
理
論
」
で
あ
る
。
こ
の
懸
念
の
強
さ
は
、
台
湾
海
峡
危
機
へ
の
米
国
の
軍
事
介
入
と

と
も
に
核
兵
器
の
使
用
が
考
慮
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
）
122
（

。
他
方
で
、
国
務
省
内
に
は
こ
の
メ
モ
に
対
し
、
緊
密
な
同
盟

国
や
「
極
東
に
お
け
る
二
つ
の
重
要
な
大
国
」
で
あ
る
日
本
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
米
国
の
介
入
を
支
持
し
な
い
た
め
、
そ
こ
に
は
同
盟
国
の

離
反
と
い
う
「
真
の
危
険
」
が
伴
い
、
さ
ら
に
、
米
国
が
核
兵
器
を
使
用
す
れ
ば
日
本
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
そ
の
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
は
中
立

化
や
中
国
と
の
和
解
に
動
き
出
す
可
能
性
が
あ
る
、
と
い
う
批
判
も
あ
っ
た
）
123
（

。
ダ
レ
ス
自
身
こ
の
ジ
レ
ン
マ
に
気
づ
い
て
い
た
が
、
彼
は
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核
を
使
っ
て
で
も
金
門
・
馬
祖
を
防
衛
す
る
ほ
う
が
よ
り
よ
い
選
択
で
あ
る
と
決
意
し
て
い
た
）
124
（

。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
台
湾
海
峡
の
緊
張

が
高
ま
る
状
況
下
で
、
国
務
省
内
で
は
、
日
本
を
は
じ
め
と
す
る
同
盟
国
の
中
立
化
に
対
す
る
懸
念
が
急
速
に
強
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
中
で
、
極
東
局
に
安
保
改
定
を
決
断
さ
せ
た
三
日
の
駐
日
大
使
館
の
電
報
は
、「
日
本
中
立
化
」
の
可
能
性
を
説
き
な
が
ら
、

台
湾
海
峡
危
機
に
よ
っ
て
緊
張
が
高
ま
っ
て
い
る
状
況
で
は
、
極
東
に
お
け
る
米
国
の
軍
事
態
勢
と
抑
止
力
が
大
き
く
依
存
し
て
い
る
と

こ
ろ
の
日
本
と
の
安
全
保
障
関
係
を
強
化
し
、
よ
り
耐
久
性
が
あ
り
長
期
的
な
も
の
に
す
る
必
要
性
は
高
ま
っ
て
い
る
と
論
じ
て
い
た
）
125
（

。

　

以
上
に
鑑
み
る
と
、
極
東
局
の
決
定
に
は
、
台
湾
海
峡
危
機
に
伴
っ
て
「
日
本
中
立
化
」
に
対
す
る
懸
念
が
高
揚
し
、
そ
れ
を
予
防
す

る
手
段
と
さ
れ
て
き
た
安
保
改
定
の
有
用
性
が
再
認
識
さ
れ
た
こ
と
が
作
用
し
て
い
た
と
推
察
で
き
よ
う
。
こ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、

極
東
局
は
後
に
、
米
国
の
選
択
は
安
保
改
定
か
旧
条
約
維
持
か
の
二
択
で
は
な
く
、
改
定
か
「
何
も
な
し
（none w

hatsoever

）」〔
日

本
と
の
安
全
保
障
関
係
を
持
た
な
い
〕
か
の
二
択
に
あ
る
と
い
う
考
慮
が
、
改
定
決
定
の
根
底
に
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
）
126
（

。

　

そ
し
て
、
安
保
改
定
が
ワ
シ
ン
ト
ン
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
と
な
っ
て
い
く
。
ダ
レ
ス
は
、
台
湾
海
峡
危
機
へ
の
対
応
に
集
中
し
て
お
り
、

改
定
問
題
を
熟
考
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、こ
の
問
題
を
一
任
し
て
き
た
極
東
局
の
政
策
変
更
に
異
論
は
な
か
っ
た
。

八
日
の
省
内
の
会
議
に
お
い
て
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
「
日
本
は
攻
撃
的
な
危
険
性
を
示
す
こ
と
は
な
い
が
、
そ
れ
は
中
ソ
陣
営
に
吸
収
さ

れ
て
そ
の
一
部
と
な
ら
な
い
限
り
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
れ
が
起
こ
っ
た
場
合
に
は
、
世
界
の
四
大
工
業
地
帯
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
日
本

は
米
国
に
危
険
を
突
き
付
け
る
だ
ろ
う
」
と
発
言
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、
ダ
レ
ス
は
、「
相
互
安
全
保
障
条
約
か
ら
技
術
的
に
我
々
が
何

を
得
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
日
本
の
自
由
世
界
と
の
心
理
的
提
携
か
ら
得
ら
れ
る
こ
と
に
興
味
が
あ
る
」
と
し
て
改
定
を
承
認

し
た
の
で
あ
る
）
127
（

。
翌
日
、
軍
部
を
含
む
国
防
総
省
も
、
在
日
基
地
の
使
用
や
核
の
持
ち
込
み
の
問
題
に
つ
い
て
は
妥
協
が
で
き
な
い
と
強

調
し
た
上
で
、
交
渉
開
始
に
同
意
し
た
）
128
（

。
軍
部
は
、
改
定
交
渉
の
中
で
在
日
基
地
の
自
由
使
用
の
保
障
さ
え
得
ら
れ
れ
ば
、
安
保
改
定
自
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体
に
は
反
対
し
な
い
と
い
う
立
場
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
）
129
（

。

　

ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
に
よ
る
決
定
を
重
視
す
る
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
政
権
の
政
策
決
定
ス
タ
イ
ル
に
鑑
み
る
と
奇
異
に
映
る
が
、
藤
山
訪
米

の
前
に
、
安
保
改
定
に
関
す
る
Ｎ
Ｓ
Ｃ
や
Ｏ
Ｃ
Ｂ
で
の
討
議
や
決
定
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
資
料
は
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
。
た

だ
し
、
Ｏ
Ｃ
Ｂ
が
五
九
年
四
月
に
作
成
し
た
レ
ポ
ー
ト
は
、
安
保
改
定
に
関
す
る
米
国
政
府
の
決
定
は
、「
日
本
に
よ
る
米
国
と
の
提
携

を
強
め
た
い
と
い
う
〔
米
国
政
府
の
〕
欲
求
」
と
「
日
本
の
要
求
へ
の
同
意
を
遅
ら
せ
る
こ
と
は
、
日
本
の
感
情
に
火
を
つ
け
て
条
約
改

定
の
圧
力
を
高
め
る
た
め
、
不
得
策
で
あ
る
と
い
う
結
論
」
に
基
づ
い
て
い
た
と
記
し
て
い
る
）
130
（

。
Ｏ
Ｃ
Ｂ
も
、
米
国
政
府
は
日
本
の
中
立

化
を
防
ぐ
と
い
う
目
的
か
ら
安
保
改
定
を
行
っ
た
と
い
う
自
覚
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
九
月
一
一
日
の
藤
山
・
ダ
レ
ス

会
談
に
お
い
て
、
改
定
交
渉
の
開
始
が
合
意
さ
れ
た
。

お
わ
り
に

　

本
稿
の
考
察
か
ら
、
安
保
改
定
は
、
冷
戦
が
「
軍
事
対
立
」
か
ら
「
政
治
経
済
戦
争
」
へ
と
変
容
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
日
本
中
立
化
」

に
対
す
る
米
国
政
府
の
懸
念
が
強
ま
る
と
同
時
に
、
米
国
の
日
本
防
衛
へ
の
関
与
に
対
す
る
日
本
の
不
安
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
起
源
と
し

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
日
米
間
の
相
互
不
安
の
構
図
が
出
来
上
が
る
の
は
五
八
年
の
こ
と
で
あ
り
、
五

五
年
か
ら
五
七
年
ま
で
は
過
渡
的
な
時
期
だ
っ
た
。
そ
の
期
間
に
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
が
、
冷
戦
の
「
政
治
経
済
戦
争
」
へ
の

変
容
に
よ
っ
て
、
従
来
の
厳
し
い
軍
事
対
立
を
主
軸
と
す
る
国
際
環
境
の
中
で
抑
制
さ
れ
て
い
た
日
本
国
内
の
反
安
保
感
情
が
表
出
し
た

こ
と
で
あ
る
。
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五
五
年
八
月
の
訪
米
に
前
後
し
て
、
重
光
外
相
は
、
日
本
国
内
の
反
安
保
感
情
を
な
だ
め
る
こ
と
を
主
目
的
と
し
て
、
在
日
米
軍
の
全

面
撤
退
と
そ
れ
を
正
当
化
す
る
た
め
の
相
互
防
衛
の
体
裁
を
主
軸
と
す
る
新
条
約
の
草
案
を
米
国
側
に
提
示
し
た
。
米
国
政
府
は
、
当
時

の
ア
ジ
ア
戦
略
の
中
核
に
位
置
し
た
、
中
ソ
陣
営
の
軍
事
的
「
封
じ
込
め
」
と
同
盟
国
に
よ
る
負
担
分
担
を
満
た
す
「
西
太
平
洋
集
団
防

衛
協
定
」
の
構
築
に
向
け
た
第
一
歩
と
な
る
と
判
断
し
て
重
光
草
案
を
歓
迎
し
つ
つ
も
、
結
局
は
こ
れ
を
却
下
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
負

担
分
担
に
関
す
る
日
本
の
姿
勢
が
米
国
に
と
っ
て
「
不
満
足
」
な
こ
と
と
、
重
光
草
案
に
明
記
さ
れ
た
在
日
米
軍
の
全
面
撤
退
が
米
国
の

ア
ジ
ア
戦
略
に
と
っ
て
「
危
険
」
で
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。「
西
太
平
洋
集
団
防
衛
協
定
」
の
構
築
が
目
指
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
示
さ
れ

る
よ
う
に
、五
五
年
の
時
点
で
の
米
国
政
府
の
ア
ジ
ア
政
策
に
お
い
て
は
、「
軍
事
対
立
」と
し
て
の
冷
戦
の
影
響
が
色
濃
く
残
っ
て
お
り
、

冷
戦
の
「
政
治
経
済
戦
争
」
化
の
影
響
は
限
定
的
だ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
重
光
訪
米
時
に
は
、
安
保
改
定
が
頓
挫
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

五
七
年
六
月
の
岸
首
相
の
訪
米
で
は
、
日
本
側
の
改
定
構
想
が
再
度
挫
折
す
る
一
方
、
在
日
米
軍
の
大
幅
削
減
と
「
安
保
委
員
会
」
の

設
置
が
合
意
さ
れ
た
。
岸
が
安
保
改
定
を
提
案
し
た
の
は
、
国
内
の
反
安
保
感
情
を
背
景
に
革
新
勢
力
が
争
点
と
し
て
く
る
安
保
条
約
の

問
題
を
解
決
す
る
こ
と
で
、
保
守
政
権
の
集
票
能
力
を
高
め
る
と
と
も
に
革
新
勢
力
の
弱
体
化
を
狙
う
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
か
ら
だ
っ

た
。
し
か
し
、
米
国
政
府
は
岸
の
提
案
を
拒
否
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
日
本
の
負
担
分
担
の
意
志
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
と
、
岸
の
提
案

に
含
ま
れ
て
い
る
事
前
協
議
制
度
に
よ
っ
て
在
日
米
軍
基
地
の
自
由
使
用
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
へ
の
反
感
に
あ
っ
た
。
他
方
で
、
米
国
政

府
内
で
は
、
安
保
条
約
に
対
す
る
不
満
が
爆
発
し
て
日
本
が
中
立
化
も
し
く
は
共
産
化
す
れ
ば
、
ア
ジ
ア
諸
国
が
そ
れ
に
続
く
こ
と
と
な

り
、「
政
治
経
済
戦
争
」
化
し
た
冷
戦
戦
略
上
、
米
国
に
と
っ
て
の
大
損
害
と
な
る
と
い
う
懸
念
が
強
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
米
国

政
府
は
、
改
定
を
回
避
し
つ
つ
、
日
本
の
不
満
を
吸
収
し
う
る
手
段
と
し
て
、
在
日
米
軍
の
大
幅
削
減
と
「
安
保
委
員
会
」
の
設
置
を
進

め
た
。
国
内
政
治
上
の
利
得
を
重
視
す
る
岸
も
、
改
定
の
合
意
が
困
難
と
な
る
中
で
、
訪
米
の
成
果
と
し
て
国
内
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
材
料
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に
な
る
と
考
え
て
、
こ
れ
ら
の
施
策
を
推
進
し
た
。

　

五
八
年
に
な
る
と
、
在
日
米
軍
の
大
幅
削
減
と
「
安
保
委
員
会
」
だ
け
で
は
も
は
や
安
保
条
約
に
対
す
る
日
本
の
不
満
を
抑
え
き
れ
な

い
と
い
う
認
識
が
米
国
政
府
内
で
生
じ
る
中
で
、
安
保
改
定
の
検
討
が
行
わ
れ
る
。
五
八
年
九
月
の
藤
山
訪
米
を
終
着
点
と
す
る
安
保
改

定
の
決
定
過
程
は
、
一
月
の
「
ダ
レ
ス
・
メ
モ
」
か
ら
始
ま
っ
た
。「
日
本
中
立
化
」
へ
の
懸
念
か
ら
対
日
政
策
の
再
検
討
を
唱
え
た
こ

の
メ
モ
が
作
成
さ
れ
た
の
は
、
五
七
年
後
半
に
実
施
さ
れ
た
ソ
連
に
よ
る
Ｉ
Ｃ
Ｂ
Ｍ
と
人
工
衛
星
の
打
ち
上
げ
に
よ
っ
て
、
自
由
陣
営
の

同
盟
国
が
米
国
か
ら
離
反
す
る
こ
と
へ
の
懸
念
を
ダ
レ
ス
が
強
く
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
メ
モ
を
き
っ
か
け
と
し
て

米
国
政
府
内
で
対
日
政
策
の
再
検
討
が
始
ま
り
、
そ
の
過
程
で
駐
日
大
使
館
は
、
安
保
改
定
に
応
じ
な
け
れ
ば
日
本
が
中
立
し
か
ね
な
い

と
い
う
論
理
か
ら
、
改
定
を
強
く
主
張
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
極
東
局
を
中
心
と
す
る
国
務
省
が
日
本
の
負
担
分
担
は
不
十

分
で
あ
る
と
い
う
論
理
か
ら
改
定
の
決
定
を
拒
否
し
た
こ
と
で
、
米
国
政
府
内
で
は
改
定
問
題
は
下
火
に
な
る
。
六
月
に
こ
の
停
滞
状
況

を
動
か
す
こ
と
に
な
る
の
は
、
外
務
省
と
防
衛
庁
が
主
導
す
る
形
で
日
本
側
が
安
保
改
定
を
打
診
し
た
こ
と
だ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
日
本

国
内
の
反
米
・
反
基
地
感
情
を
な
だ
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
在
日
米
軍
の
大
幅
削
減
に
よ
っ
て
日
本
の
国
家
安
全
保
障
が
危
殆
に
さ
ら

さ
れ
始
め
た
た
め
、
米
軍
の
日
本
防
衛
へ
の
関
与
の
確
実
性
を
高
め
る
た
め
に
米
国
の
対
日
防
衛
義
務
を
明
文
化
す
る
必
要
が
あ
る
と
い

う
判
断
が
存
在
し
た
。
外
務
省
は
、
ソ
連
の
Ｉ
Ｃ
Ｂ
Ｍ
と
人
工
衛
星
の
打
ち
上
げ
成
功
が
在
日
米
軍
の
大
幅
削
減
を
助
長
し
か
ね
な
い
と

い
う
不
安
も
抱
い
て
い
た
。
そ
し
て
、
日
本
側
か
ら
の
打
診
を
受
け
た
駐
日
大
使
館
は
、「
日
本
中
立
化
」
の
予
防
と
い
う
お
な
じ
み
の

論
理
か
ら
、
即
時
の
全
面
改
定
を
国
務
省
に
再
度
強
く
主
張
す
る
。
こ
の
段
階
で
も
国
務
省
は
改
定
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
が
、
九
月
の

藤
山
訪
米
の
直
前
、
国
務
省
も
漸
く
改
定
を
決
定
す
る
。
こ
の
決
定
に
は
、
第
二
次
台
湾
海
峡
危
機
に
よ
っ
て
「
日
本
中
立
化
」
へ
の
懸

念
が
大
き
く
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
。
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以
上
の
過
程
か
ら
は
、
安
保
改
定
が
決
ま
っ
た
の
は
、
冷
戦
の
「
政
治
経
済
戦
争
」
へ
の
変
容
と
い
う
根
本
原
因
が
、
在
日
米
軍
の
大

幅
削
減
と
い
う
要
因
を
通
じ
て
日
本
政
府
内
で
米
国
の
日
本
防
衛
へ
の
関
与
へ
の
不
安
を
生
じ
さ
せ
る
と
と
も
に
、
米
国
政
府
内
で
日
本

の
中
立
化
へ
の
懸
念
を
高
め
た
結
果
―
―
相
互
不
安
の
帰
結
―
―
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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『
集
成
Ⅳ
』
一
巻
、
一
六
七
―
一
七
〇
頁
。

41　

E
m

btel 1996, Tokyo to SecState, M
arch 12, 1957,

『
集
成
Ⅳ
』
五
巻
、
九
六
―
九
七
頁
。
外
務
省
「
日
米
協
力
関
係
を
強
化
発
展
せ
し
め
る

た
め
に
と
る
べ
き
政
策
」
一
九
五
七
年
三
月
、「
安
保
条
約
改
訂
案
に
対
し
て
米
側
が
示
す
べ
き
反
応
と
こ
れ
に
対
す
る
対
策
」
一
九
五
七
年
三
月

一
六
日
（
二
〇
一
〇
―
五
〇
）。D

espatch 1060, Tokyo to D
O

S, 

“Current T
hinking on R

evision of the Security T
reaty and A

dm
inistrative 

A
greem

ent,

” April 5, 1957,

『
集
成
Ⅳ
』
五
巻
、
一
〇
五
―
一
一
七
頁
。

42　

安
川
壮
『
忘
れ
得
ぬ
思
い
出
と
こ
れ
か
ら
の
日
米
外
交
―
―
パ
ー
ル
ハ
ー
バ
ー
か
ら
半
世
紀
』（
世
界
の
動
き
社
、
一
九
九
一
年
）
五
五
―
五
八
頁
。

43　

こ
れ
は
、
東
南
ア
ジ
ア
開
発
を
提
案
す
る
際
に
岸
が
用
い
た
手
法
で
も
あ
る
（
黒
崎
輝
「
東
南
ア
ジ
ア
開
発
を
め
ぐ
る
日
米
関
係
の
変
容
―
―
一

九
五
七
―
一
九
六
〇
」『
法
学
』
第
六
四
巻
第
一
号
（
二
〇
〇
〇
年
四
月
）
二
〇
五
頁
）。

44　

田
中
『
安
全
保
障
』
一
六
六
―
一
七
二
頁
。

45　

大
嶽
『
戦
後
日
本
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立
』
九
七
頁
。
北
岡
伸
一
「
岸
信
介
」
渡
邉
昭
夫
編
『
戦
後
日
本
の
宰
相
た
ち
』（
中
公
文
庫
、
二
〇
〇

一
年
）。
原
『
日
米
関
係
の
構
図
』
五
八
―
六
〇
頁
。
原
彬
久
『
岸
信
介
』（
岩
波
新
書
、
一
九
九
五
年
）
一
五
六
―
一
六
〇
頁
。

46　

条
「
日
米
安
全
保
障
条
約
改
訂
案
（
第
二
案
）
の
説
明
」
一
九
五
七
年
三
月
一
三
日
（
二
〇
一
〇
―
五
〇
）。M

em
con, M

arch 6, 1957,

『
集
成

Ⅳ
』
五
巻
、
一
四
二
―
一
四
三
頁
。M

em
con, June 3, 1957,

『
集
成
Ⅳ
』
九
巻
、
四
〇
五
頁
。

47　

坂
元
『
日
米
同
盟
の
絆
』
一
八
三
―
一
八
八
頁
。
外
務
省
も
岸
の
「
二
段
階
」
の
改
定
構
想
に
気
づ
い
て
い
た
（M

em
con, June 3, 1957 

(794.13/6-357), B
ox 3967, C

D
F, 1955-1959, R

G
 59, N

A

）。

48　

原
彬
久
編
『
岸
信
介
証
言
録
』（
毎
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
三
年
）
一
七
八
―
一
七
九
頁
。
文
書
課
長
「
岸
総
理
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
米
大
使
会
談
要

旨
（
訪
米
予
備
会
談
第
七
回
）」。「
日
米
協
力
に
対
す
る
日
本
政
府
の
決
意
」。E

m
btel 2588, op. cit.

49　

同
様
の
文
脈
で
、
岸
は
自
民
党
へ
の
国
内
的
支
持
を
広
げ
よ
う
と
い
う
狙
い
か
ら
、
反
核
感
情
を
強
め
て
い
た
国
内
世
論
に
従
う
形
で
「
反
核
実
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験
外
交
」
を
展
開
し
て
い
た
（
樋
口
敏
広
「
核
実
験
問
題
と
日
米
関
係
」『
国
際
政
治
』
第
一
三
四
号
（
二
〇
〇
三
年
一
一
月
））。

50　

条
「
日
米
安
全
保
障
条
約
改
訂
案
（
第
二
案
）
の
説
明
」。「
第
二
回
総
理
マ
ッ
ク
ア
ー
サ
ー
会
談
に
対
す
る
方
針
（
案
）」
一
九
五
七
年
四
月
一

三
日
（
二
〇
一
〇
―
五
〇
）。M

em
con, M

arch 6, 1957, op. cit.

51　

坂
元
『
日
米
同
盟
の
絆
』
一
八
六
―
一
八
八
頁
。
原
『
日
米
関
係
の
構
図
』
六
〇
頁
。

52　

E
m

btel 2587, Tokyo to SO
S, M

ay 11, 1957,

『
集
成
Ⅳ
』
一
巻
、
一
七
四
―
一
七
六
頁
。E

m
btel 2880, Tokyo to SO

S, June 6, 1957,

『
集

成
Ⅳ
』
一
巻
、
二
四
七
―
二
五
二
頁
。

53　

条
約
局
「
安
保
条
約
関
係
案
文
」
一
九
五
七
年
六
月
（
二
〇
一
〇
―
五
〇
）。

54　

永
井
陽
之
助
『
平
和
の
代
償
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
六
七
年
）
七
七
、
八
六
頁
。

55　

E
m

btel 2336, Tokyo to SO
S, A

pril 17, 1957, FR
U

S, 1955-1957, Vol. X
X

III, Part 1, N
o. 126; Letter, M

cA
rthur to D

ulles, M
ay 25, 

1957, ibid, N
o. 159. 

原
『
日
米
関
係
の
構
図
』
六
八
―
七
〇
頁
。

56　

FE
 805109, C

IN
C

FE
 to D

O
A

, M
ay 20, 1957, 

石
井
修
、
小
野
直
樹
監
修
『
ア
メ
リ
カ
統
合
参
謀
本
部
資
料
一
九
五
三
―
一
九
六
一
年
』（
柏

書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）〔
以
下
、『
Ｊ
Ｃ
Ｓ
』
と
略
記
〕
六
巻
、
一
三
八
―
一
四
二
頁
。
原
『
日
米
関
係
の
構
図
』
八
八
―
九
〇
頁
。

57　

E
m

btel 2304, Tokyo to SO
S, A

pril 13, 1957,

『
集
成
Ⅳ
』
三
巻
、
一
五
〇
―
一
五
二
頁
。E

m
btel 2589, Tokyo to SO

S, M
ay 11, 1957,

『
集

成
Ⅳ
』
一
巻
、
一
七
一
―
一
七
三
頁
。E

m
btel 2630, Tokyo to SO

S, M
ay 16, 1957, 『

集
成
Ⅳ
』
三
巻
、
二
五
一
―
二
五
九
頁
。

58　

第
二
一
四
八
号
（
朝
海
大
使
発
石
井
大
臣
宛
）「
総
理
の
米
政
府
首
脳
部
と
の
会
談
に
関
す
る
件
」
一
九
五
七
年
五
月
三
一
日
、
第
一
三
二
〇
号
（
朝

海
大
使
発
岸
大
臣
宛
）「
総
理
訪
米
に
関
す
る
件
」一
九
五
七
年
六
月
五
日（
二
〇
一
〇
―
五
〇
）。Deptel 2746, D

O
S to Tokyo, June 8, 1957,

『
集

成
Ⅳ
』
一
巻
、
二
六
四
―
二
六
七
頁
。

59　

文
書
課
長
「
岸
総
理
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
米
大
使
会
談
要
旨
（
訪
米
予
備
会
談
第
八
回
）」
一
九
五
七
年
五
月
一
五
日
（
二
〇
一
〇
―
五
〇
）。

E
m

btel 2631, Tokyo to SO
S, M

ay 16, 1957,

『
集
成
Ⅳ
』
三
巻
、
二
六
〇
―
二
六
二
頁
。



東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
　
第
百
六
十
册

― 120 ―

60　
E

m
btel 2336, op.cit.

61　
D

eptel 2451, D
O

S to Tokyo, M
ay 8, 1957,

『
集
成
Ⅳ
』
三
巻
、
二
三
八
―
二
四
二
頁
。
樋
渡
『
戦
後
政
治
と
日
米
関
係
』
一
六
〇
―
一
六
一
頁
。

62　

原
『
日
米
関
係
の
構
図
』
六
一
―
六
五
頁
。

63　

防
衛
面
に
つ
い
て
は
、
植
村
秀
樹
「
安
保
改
定
と
日
本
の
防
衛
政
策
」『
国
際
政
治
』
第
一
一
五
号
（
一
九
九
七
年
五
月
）
三
〇
―
三
二
頁
、
中

島
『
戦
後
日
本
の
防
衛
政
策
』
一
二
九
―
一
三
〇
頁
を
、
経
済
援
助
に
つ
い
て
は
、
黒
崎
「
東
南
ア
ジ
ア
開
発
を
め
ぐ
る
日
米
関
係
の
変
容
」
一
〇

八
―
一
一
一
頁
、
保
城
広
至
『
ア
ジ
ア
地
域
主
義
外
交
の
行
方
―
―
一
九
五
二
―
一
九
六
六
』（
木
鐸
社
、
二
〇
〇
八
年
）
一
六
三
―
一
七
〇
頁
を

参
照
。

64　

D
raft Position Paper, 

“Security and D
efense,

” undated,

『
Ｊ
Ｃ
Ｓ
』
七
巻
、
一
一
三
―
一
二
二
頁
。
樋
渡
『
戦
後
政
治
と
日
米
関
係
』
一
六

二
―
一
六
三
頁
。

65　

Letter, M
organ to O

ckey, M
ay 9, 1957,

『
集
成
Ⅳ
』
五
巻
、
一
五
一
―
一
五
五
頁
。Letter, M

cA
rthur to D

ulles, M
ay 25, 1957, FR

U
S, 

1955-1957, Vol. X
X

III, Part 1, N
o. 159; M

em
con, June 18, 1957, ibid., N

o. 177.

66　

坂
元
『
日
米
同
盟
の
絆
』
一
八
九
―
一
九
〇
頁
。
原
『
日
米
関
係
の
構
図
』
七
〇
―
七
三
頁
。

67　

坂
元
『
日
米
同
盟
の
絆
』
一
八
六
―
一
八
八
頁
。

68　

E
m

btel 2305, op.cit. 

69　

M
em

con, 

“Defense and Security Problem
s, etc.,

” M
ay 8, 1957,

『
集
成
Ⅳ
』
五
巻
、
一
四
八
―
一
四
九
頁
。E

m
btel 2590, Tokyo to 

SO
S, M

ay 11, 1957,

『
集
成
Ⅳ
』
一
巻
、
一
七
七
―
一
七
八
頁
。

70　

中
島
『
戦
後
日
本
の
防
衛
政
策
』
一
二
九
―
一
三
一
頁
。

71　

Letter, M
organ to O

ckey, op. cit.

72　

M
em

con, 

“Defense and Security Problem
s, etc.

”; E
m

btel 2590, op. cit.
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73　
M

em
con, 

“Approval of Joint C
om

m
uniqué on K

ishi V
isit,

” June 21, 1957, FR
U

S, 1955-1957, Vol. X
X

III, Part 1, N
o. 191. 

岸
は
訪
米

後
も
「
安
保
委
員
会
」
が
条
約
改
定
を
話
し
合
う
と
公
言
し
、
そ
の
役
割
を
限
定
的
な
も
の
と
し
た
い
ダ
レ
ス
と
の
解
釈
の
差
を
露
呈
し
た
（
原
『
日

米
関
係
の
構
図
』
八
〇
―
八
二
頁
）。

74　

Letter, M
organ to O

ckey, op. cit.; Letter, H
orsey to Parsons, M

ay 13, 1957 (794.13/5-1357), B
ox 3967, C

D
F, 1955-1959, R

G
 59, 

N
A

.

75　

M
em

o, M
artin to Parsons, 

“The N
eed for a R

edirection of U
nited States Policy tow

ard Japan,

” January 22, 1958, 

石
井
修
、
小
野
直

樹
監
修
『
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
対
日
政
策
文
書
集
成　

Ⅴ
期　

日
米
外
交
防
衛
問
題
一
九
五
八
年
』（
柏
書
房
、
一
九
九
八
年
）〔
以
下
、『
集
成
Ⅴ
』

と
略
記
〕
一
巻
、
二
二
七
―
二
三
七
頁
。D
espatch 938, Tokyo to D

O
S, 

“US-Japanese Security R
elations: July-D

ecem
ber 1957,

” 

February 14, 1958,

『
集
成
Ⅴ
』
三
巻
、
二
三
八
―
二
四
四
頁
。

76　

G
-191, Tokyo to SO

S, O
ctober 11, 1959, 

石
井
修
監
修
『
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
対
日
政
策
文
書
集
成　

第
Ⅰ
期　

日
米
外
交
防
衛
問
題
一
九
五
九

―
一
九
六
〇
年
』（
柏
書
房
、
一
九
九
六
年
）〔
以
下
、『
集
成
Ⅰ
』
と
略
記
〕
三
巻
、
三
五
〇
―
三
五
四
頁
。

77　

M
em

o, H
ow

e to R
obertson, January 24, 1958, B

ox 12, Subject Files R
elating to Japan, 1954-1959, B

ureau of Far E
astern A

ffairs 

[hereafter FE
], Lot File, R

G
 59, N

A
. 

こ
の
「
ダ
レ
ス
・
メ
モ
」
に
つ
い
て
は
、
坂
元
『
日
米
同
盟
の
絆
』
一
九
二
―
一
九
三
頁
も
参
照
。

78　

倉
科
一
希
『
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
政
権
と
西
ド
イ
ツ
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
八
年
）
八
一
、
一
三
五
頁
。
佐
々
木
『
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
政

権
の
封
じ
込
め
政
策
』
一
二
七
―
一
二
八
頁
。Peter J. R

om
an, E

isenhow
er and the M

issile G
ap (Ithaca: C

ornell U
niversity Press, 1995), 

pp. 77-78.

79　

佐
々
木
『
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
政
権
の
封
じ
込
め
政
策
』
八
六
―
八
七
、
九
九
―
一
〇
〇
頁
。

80　

同
前
、
九
六
、
一
四
一
頁
。
倉
科
『
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
政
権
と
西
ド
イ
ツ
』
九
二
頁
。

81　
「
安
全
保
障
に
関
す
る
日
米
委
員
会
第
四
回
会
合
議
題
第
二
に
関
す
る
外
務
大
臣
発
言
案
」
日
付
な
し
（
二
〇
〇
九
―
一
〇
四
）。
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82　
E

m
btel 1462, Tokyo to SO

S, N
ovem

ber 29, 1957,

『
集
成
Ⅳ
』
四
巻
、
二
三
〇
―
二
三
二
頁
。

83　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
取
材
班
『
戦
後
五
〇
年
そ
の
時
日
本
は
』
第
一
巻
（
日
本
放
送
出
版
会
、
一
九
九
五
年
）
二
五
一
頁
。

84　

坂
元
『
日
米
同
盟
の
絆
』
一
九
三
―
一
九
四
頁
。

85　

M
em

o, R
obertson to the A

cting Secretary, 

“Review
 of U

.S. Policy tow
ard Japan and the R

yukyus,

” January 28, 1958,

『
集
成
Ⅴ
』

一
巻
、
一
六
三
頁
。D

eptel 1623, D
O

S to Tokyo, January 31, 1958,

『
集
成
Ⅴ
』
一
巻
、
二
六
三
頁
。Letter, M

acA
rthur to SO

S, A
pril 18, 

1958, FR
U

S, 1958-1960, Vol. X
V

III, N
o. 11.

86　

M
em

o, R
obertson to SO

S, 

“Reappraisal of U
nited States Policies tow

ard Japan,

” M
arch 28, 1958,

『
集
成
Ⅴ
』
一
巻
、
三
四
〇
―
三
五

九
頁
。

87　
「
二
月
草
案
」
を
含
め
、
五
八
年
二
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
の
駐
日
大
使
館
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
坂
元
『
日
米
同
盟
の
絆
』
一
九
五
―
二
〇
〇
頁
、

原
『
日
米
関
係
の
構
図
』
一
〇
四
―
一
一
五
頁
も
参
照
。

88　

E
m

btel 2083, Tokyo to SO
S, February 12, 1958, FR

U
S, 1958-1960, Vol. X

V
III, N

o. 3; Letter, M
acA

rthur to D
ulles, February 18, 

1958, ibid., N
o. 4; Letter, M

acA
rthur to SO

S, A
pril 18, 1958, op.cit; M

em
o, M

acA
rthur to SO

S and R
obertson, 

“Revision of the 

Security T
reaty w

ith Japan,

” M
arch 8, 1958,

『
集
成
Ⅴ
』
三
巻
、
二
七
二
―
二
七
七
頁
。

89　

M
em

o, R
obertson to SO

S, 

“Revision of the Japanese Security T
reaty,

” M
arch 22, 1958, FR

U
S, 1958-1960, Vol. X

V
III, N

o. 5.

90　

JC
S 2180/115, 

“Base R
equirem

ent in Japan,

” April 11, 1958,
『
Ｊ
Ｃ
Ｓ
』
八
巻
、
六
三
―
七
〇
頁
。

91　

M
em

o, D
ulles to R

obertson, M
arch 23, 1958, B

ox 142, Subject Files, 1954-1962, Policy Planning C
ouncil [hereafter PPC

], Lot 

File, R
G

 59, N
A

.

92　

M
em

o, 

“Far E
ast C

hiefs of M
ission C

onference,

” M
arch 27, 1958, B

ox 147, C
onference File, 1949-1963, E

xecutive Secretariat, 

Lot File, R
G

 59, N
A

.



安
保
改
定
の
起
源

― 123 ―

93　
Letter, M

acA
rthur to SO

S, A
pril 18, 1958, op.cit.; Letter, H

orsey to Parsons, A
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The Origins of the New U.S.-Japan Security Treaty: 
1955-1958 

Yoshida Shingo

In 1960, the U.S. and Japanese governments signed the new U.S.-Japan 

security treaty, replacing the old one which had been concluded in 1951. Why did 

these two governments decide to form the new treaty? While the process of the 

treaty negotiations which started in 1958 have received abundant scholarly 

attention, the question of why the two governments decided to launch the 

negotiations has not been scrutinized. To fill this void, this paper addresses the 

question and puts forward three main arguments as the reasons behind the 

formation of the new treaty. First, as the character of the Cold War shifted from 

military confrontation to political-economic competition in the mid-1950s, 

American policymakers feared that Japan might disengage itself from the U.S. 

and approach the Communist bloc, and thus deemed concessions to Japan’s 

demands regarding U.S.-Japan security relations necessary. Second, since the 

military tensions of the Cold War had seemingly lessened, Japanese society 

started to criticize U.S. military presence in Japan and began to call for the 

creation of a more “equal” security treaty. Third, as a result of the U.S. combat 

forces’ withdrawals, to which the two governments agreed to mitigate the 

criticism from Japanese society in 1957, Japanese policymakers grew concerned 

that the U.S. security guarantee to Japan had become less credible, which they 

sought to rectify by formalizing the U.S. defense commitment to Japan in the 

form of a new treaty.


